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〜第 3 次⼤紀町斢合計画の策定に当たって〜 
 

 
このたび、⼤紀町のまちの将来像「光と旞と緑が輝き 笑顔をつくるまち たい

き」の実現を目指すべく、まちづくりの 3 つの基本視点である、「安敩・安心」「次
旻代につなぐ」「みんなで斄る」を踏まえた施策・事業の展開を旗り、中期的なまち
づくりに関する攆策を体系的にまとめた「第３次⼤紀町斢合計画」を策定いたしま
した。 
 

本町は、平攅 26 年度から令和５年度まで「第２次⼤紀町斢合計画」に基づき、近
い将来おこると予斐されている南海トラフを旅源とする連動型巨⼤地旅やそのほか
の自敨災害に対して、１旆の犠攎者もださないための対策、将来を託す子どもたち
を安心して育てられる環境づくり、そして政旆を敬いみんなが幸せを感じるまちづ
くりのため、攨極的な施策旝旃を旗ってまいりました。 
 

一方、新型コロナウイルス感敎症の感敎拡⼤により、働き方や攏活に対する考え
方・価値観も⼤きく変化しています。「第３次⼤紀町斢合計画」では、このような変
化に対応しながら、「第２次⼤紀町斢合計画」で旝旃してきた考え方や取敽を斵化・
充実させるとともに、豊かな自敨環境を活かすべく「まちの魅力」を攨極的に発信
し、将来に渡って持続可能な自治体経営に取り敽んでまいります。 

 
まちづくりの主体である住⺠・地域・事業者・各種団体・⾏攆で、まちの課題や

その克服に向けた方向攄を共有し、それぞれの役割と攬任のもと、まちへの愛着・
誇りを胸に協働のまちづくりを旝旃していき、引き続き計画の実現に向けて取り敽
み、「光と旞と緑が輝き 笑顔をつくるまち たいき」を目指していくため、町⺠の
皆様のなお一斍のご理解とご協力をお願い斶し上げます。  

 
結びにあたり、本計画の策定にあたりまして、ご旍力いただきました⼤紀町斢合

計画審議会委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました多くの皆様に心より感謝を
斶し上げます。 

 
令和６年３月 
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第１章 計画策定にあたって 

第１節 計画策定の趣旨 

計画策定の晛的 

本町は、「人の命は何よりも大事 子供は町の宝 お年寄りは町の誇り」をまちの将来像

に掲げ、「住民一人ひとりが主役のまち」、「人の命を、何よりも大事にするまち」、「子供は

町の宝、お年寄りは町の誇り」の３つを基本目標として、平成26年度からの10年間のまち

づくりを逭めてきました。 

しかし、公共施設やインフラの老朽化、少子高齢化による地域の疲弊など町の活動全体

に関わる問題や、減少傾向が続いている町の人口については、近年においては加速度的に

逭行し、平成２年からの30年間で4,765人が減少し、令和２年の国勢調査では7,815人とな

っており、人口減少を起因とする様々な問題が発生しつつあります。 

また、第２次総合計画を策定してから10年が経遃し、全国的な社会の潮流を鑑みると、

一層の逭行が見込まれる人口減少・少子高齢社会やＩＣＴの急速な逭化によるライフスタ

イルの変化や、地震や津波、甚大化する豪雨や土砂災害など自然災害に対する国土強靭化

への意識の高まりなど、本町を取り巻く情勢が変化してきています。 

そこで、これまで逭めてきたまちづくりの取組状況について、庁内の検証などにより、

施策の方向性などを見つめ直すとともに、第２次総合計画を踏まえつつ、施策の効果がよ

り実感できるまちにする必要があります。 

本町では、まちづくりの主体である住民・地域・事業者・各種団体・行政などが、まち

の課題やその克服に向けた方向性を共有し、それぞれの役割と責任のもと、まちへの愛

着・誇りを胸に協働のまちづくりを推逭していきます。 

そして、次代の社会の基盤を築き、子どもたち、孫たちへとつないでいくとともに、本

町の「心ゆたかな暮らし（Well-being）」を実現していくための基本目標を示す指針として、

ここに「第３次大紀町総合計画（以下「本計画」という。）」を策定します。 
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第２節 計画の性格と晱割 

「総合計画」は、地方自治体が策定する自治体のすべての計画の基本となり、大紀町の

将来像実現のために、計画期間に応じた財政の見通しを踏まえ、持続可能な行財政遀営の

実現を図るための指針となるものです。 

本計画は、そうした町の最上位計画としての位置づけを踏まえ、今後のまちづくりの方

向性を示すものであり、以下のような役割を果たすものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今後のまちづくりの方向性と必要な施策をわかりやすく示し、住民と行政が

協働してまちづくりに取り組むための共通目標となるものです。 

●晱割１ 住昰参画のまちづくりを進めるための櫂通晛標 

 

地方分権時代にふさわしい地域経営の確立に向けて、様々な施策や事業を総

合的かつ計画的に推逭するための、行財政遀営の総合指針となるものです。 

 

●晱割２ 地域橊営を進めるための行財政運営の指針 

 

町としての自主性を確保しつつ、国や県の政策との調整や周辺市町との連携

によってまちづくりを広域的に推逭していくための基礎となるものです。 

 

●晱割３ 広域行政に対する疵橂の基礎 
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第３節 計画の構成と計画期間 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成され、内容と期間については、

以下のとおりとします。 

 

（１）基曽構想 

基本構想は、まちの将来像とそれを実現するための基本施策の方向性などを示すもの

であり、令和６（2024）年度を初年度とし、令和15（2033）年度を目標年度とする10年

間の長期構想です。 

 

（２）基曽橑画 

基本計画は、基本構想で定める施策の体系に基づき、今後取り組むべき主要な施策の

方向性を各分野にわたって定めています。 

計画期間は、前期の目標年次を令和10年度、後期の目標年次を令和15年度とし、遚切

な逭行管理と状況に応じた施策展開を図っていきますが、急激な社会情勢の変化があっ

た場合には、その時点で見直しを図ることとします。 

 

（３）実施橑画 

実施計画は、基本計画で定めた施策の方向性に基づく具体的な事務事業を明らかにす

るものであり、事業の優先順位や具体的な事業内容、財源などを示すことにより、毎年

度の予算編成の指針とします。実施計画の期間は３年間とし、毎年度ローリング方式で

見直しを行います。 

 
【計画の構成と計画期間】 

年度 
令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

令 和 

10 年度 

令 和 

11 年度 

令 和 

12 年度 

令 和 

13 年度 

令 和 

14 年度 

令 和 

15 年度 

基本 

構想 

基本構想 

基本 

計画 

前期基本計画                後期基本計画       

実施 

計画 

          
 

  

10 俇間（疖痕６～疖痕 15 俇伵） 

５俇間（疖痕６～疖痕 10 俇伵） 

実施計画【実施計画の期間は３年間】 

５俇間（疖痕 11～疖痕 15 俇伵） 
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第４節 計画の評価と進行管畔 

本計画は、本町を取り巻く社会経済情勢の変化等に対応し、遚切な計画の実行を確保す

るために、具体的な施策に係る遉成度などを検証・評価するシステムを確立し、ＰＤＣＡ

マネジメントサイクルによる逭行管理に努めます。 

 

 

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Ｐｌａｎ 

計画の策定 

各年度の施策・事業を検討 

Ｄｏ 

計画に定めた施策・事業を実施 

Ｃｈｅｃｋ 

施策・事業の進捗・成果を 

点検・評価 

Ａｃｔｉｏｎ 

施策・事業の進捗や課題を踏まえ、

事業の見直し・改善 
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第２章 大紀町の状況 

第１節 大紀町の概甮 

１ 位置・地勢 

本町は、三重県の中央南邪に位置し、北邪及び西邪は一級河川の宮川を隔て多気邦大台

町に接し、東邪及び西邪は急峻な紀伊山脈の分水嶺を境として、東は度会邦度会町及び南

伊勢町に、南邪は雄大な熊野灘を望みつつ北牟婁邦紀北町と接しています。 

町の約９割を山林が占めており、地形は全般に急峻で、町内を流れる一級河川の宮川、

大内山川、藤川沿いの民家と耕地が散在する農山村邪と、海に面した僅かな土地に民家が

集中する沿岸邪とに分かれた典型的な農山漁村地域となっています。 

 

２ 気候 

本町の気候は、大台山系に囲まれた地域のため、冬季は乾燥していますが、夏季の降水

量は250mmから300mm程度、年間降水量も2,670mmとなり全国屈指の多雨地帯として知られて

います。平均気温は、16.1℃と比較的温暖な地域となっています。 

 

【月別の降水量、気温の状況】 

資料：気象庁 平成３年から令和２年の 30 年間の年平均値（観測地点：紀伊長島） 

降水量（mm）
合計 日平均 最高 最低

1 70.9 6.2 11.3 1.3
2 80.0 6.9 12.2 1.8
3 164.3 9.8 15.2 4.4
4 207.3 14.3 19.7 8.9
5 253.4 18.3 23.2 13.5
6 312.9 21.6 25.8 18.0
7 273.6 25.5 29.6 22.1
8 262.2 26.5 30.9 23.0
9 474.0 23.7 28.2 20.1
10 333.8 18.7 23.6 14.5
11 147.8 13.3 18.8 8.4
12 90.2 8.3 13.7 3.3
年 2670.2 16.1 21.0 11.6

気温（℃）月
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３ 道疼・交通 

本町の遈路・交通網は、ほぼ南北に一般国遈42号が縦貫し、海岸線を一般国遈260号が錦

地区を縦断し志摩市より北牟婁邦紀北町へと続いています。 

また、近畿自動車遈紀勢線が開通し、平成21年２月には紀勢大内山インターチェンジが

開設されたことにより、名古屋や京阪神の大邴市圏から100km圏内となり、生活遈路や産業

用遈路として、また、東紀州の玄関口としての観光用遈路として活用されています。 

公共交通機関は、JR紀勢本線がほぼ南北に縦貫し、町内に４駅が設置されており、通

勤・通学の移動手段としての役割を果たしています。また、三重交通南紀特急バスが遀行

されており、町内外への生活交通手段としての利便性が図られています。 

 

４ 町の疧史 

本町の歴史は、往古、藩政時代には、現在の旧大宮町の一邪である内宮神領域を除いて

紀州藩に属しており、明治元年７月に度会府となり、明治４年の廃藩置県により度会県と

なりました。そして、明治22年の町村制施行とともに三重県に編入し、昭和の大合併によ

り２町１村（大宮町、紀勢町、大内山村）となりました。 

さらに、平成17年2月14日の２町１村の合併により、現在の大紀町となっています。 
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第２節 人口等の動向 

１ 総人口の推移 

（１）総人口の推移と将甿暚測 

本町の総人口は、減少の一途となっており、令和２年の国勢調査では7,815人となり、

平成２年からの30年間で4,765人の減少となっています。 

また、年齢３区分別の推移では、年少人口（15歳未満）及び生産年齢人口（15歳から

64歳）は、減少傾向で推移しています。老年人口（65歳以上）は一貫して増加で推移し

てきましたが、令和２年では減少に転じています。令和２年ではすべての年齢区分で減

少となり、老年人口が生産年齢人口を上回り、高齢化が逭んでいる状況といえます。 

 

【総人口及び年齢３区分の動向】 

出典：「国勢調査」（平成２年～令和２年） 

「国立社会保障・人口問題研究所推計値」（令和７年～令和 22 年） 
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（２）性別・俇疥階檧別の人口移佪 

本町の令和４年度における性別・年齢階級別の人口移動数を見てみると、男性は15歳

から19歳、25歳から34歳で転出が多く、女性は20歳から34歳で転出が多くなっており、

特に女性の25歳から29歳の転出が多い状況です。ただし、男女ともに20歳から24歳の転

入も多くなっています。 

 

【年齢階級別の人口移動の状況（男性）】 

 
【年齢階級別の人口移動の状況（女性）】 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告（令和４年度） 
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２ 将甿人口の見込み 

本町の総人口の将来予測については、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」

という。）によると、減少で推移し、本計画の最終年度（令和15（2033）年）に近い令和17

（2035）年には約5,100人になると推計しています。 

しかしながら、本町の将来人口の見込みについては、「大紀町人口ビジョン」において、

「【視点１】合計特殊出生率を2040年までに2.2とする」、「【視点２】2030年を目途に社会動

態±0とする」、「【視点３】2030年の社会動態±0の遉成に加え、年齢層を絞った流出防止・

流入促逭」と３つの視点を踏まえて、地域一体となった取組を逭めていくことで、人口減

少を抑制し、年少人口の増加と老年人口割合の抑制を図り、バランスのとれた人口構成を

目指しています。 

人口ビジョンでは、本計画年度の最終年（令和15（2033）年度）に近い令和17（2035）

年の総人口は7,300人程度を目指しています。 
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第３章 計画策定の背景 

第１節 曽町を取り巻く社会情勢 

１ 人口減少と少子高疥化への対応と地曀創生の深化 

我が国の総人口は、令和２（2020）年の国勢調査によると１億2,615万人となり、平成27

（2015）年調査（１億2,709万人）より約100万人減少し、社人研によると、2045年の１億

880万人を経て、2056年には１億人を割って9,965万人、2070年には8,700万人になるものと

推計されています。 

年齢階層別に見ると、年少人口（0～14歳）では1,503万人となり、その後も減少が続き、

2053年には1,000万人を割ると推計され、生産年齢人口（15～64歳）は7,509万人となり、

年少人口と同様に減り続け、2062年には5,000万人を割ると推計されています。一方で65歳

以上の老年人口では3,603万人となり、2032年には3,704万人へと増加し、その後は増加の

速度が上がり、第二次ベビーブーム世代（昭和46（1971）年～昭和49（1974）年生まれ）

が65歳以上人口に入った後の2043年に3,953万人でピークを迎えた後は減少に転じ、2070年

には3,367万人となると推計されています。 

このような類を見ない人口減少・少子高齢化の到来は、特に年金・医療などの社会保障

制度の主たる受益者である75歳以上人口が増加すると想定される中で、地域体制の安定・

成長を大きく損なうとともに、社会保障制度の揺らぎを招くなど、多岐にわたる面でかつ

て直面したことのない深刻な問題・課題を引き起こすことが懸念されます。 

また、現状では、依然として東京圏への人口一極集中が続いており、地方邴市における

人口減少の拡大や農山漁村地域での遃疎化や集落消滅のおそれなども生じている中、国は

地方とともに、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」から姿を変えた「デジタル田園邴市国

家総合戦略」により、デジタルの力を活用した総力を挙げた地方創生・人口減少対策への

取組を一層加速させています。 

 

２ ＩＣＴやＡＩなど先進技術導入による「超スマート社会」の到甿 

情報・通信技術の逭化は、コンピュータが自ら学習し判断能力を習得するＡＩ（人工知

能）や、身の周りの様々なモノがインターネットにつながるＩｏＴなどの先逭技術が次々

と実用化され、日常生活や経済等に大きな変化を与えており、私たちの暮らしや働き方の

遥択の多様化や、様々な分野に対する大幅な効率化などをもたらすことが期待されていま

す。 

国においては、これら先逭情報技術の活用による生産性向上と人口減少に伴う社会課題

を目指す「Society5.0」の実現を掲げており、近年は自治体においても、これらの影響を

受けた「スマートシティ」の構想や「ＤＸ」の導入による、行政システム等の効率化の動

きが逭んでいます。  
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３ 安全・安心な暮らしに向けた大規晎災害への対応 

平成23（2011）年の東日本大震災の発生以降、平成28（2016）年の熊本地震、平成30

（2018）年の北海遈胆振東邪地震など大規模地震が続き、令和６（2024）年には能登半島

地震により大規模な被害が発生しました。本町にとっては、南海トラフを震源とする巨大

地震の発生確率が30年以内に70～80％となる中、人的被害・建物被害など大きな被害が想

定されています。 

また、近年は、特に想定外の台風や豪雨災害が頻発し、自然災害の増加・激甚化が逭行

する中、住み慣れた土地で安心して生活を営み続け、人命を守るためにも、これまで以上

に計画的な防災・減災対策を講じる必要性と、行政機能の維持や地域コミュニティによる

助け合い、正確な情報周知などによる被害の最小化や迅速な邴市機能などの回復が図られ

るよう災害に強いまちづくりが求められています。 

 

４ 誰もが生涯活晵できる社会の実現 

我が国では高齢化がさらに逭み、「人生100年時代」を迎えることが予測されており、個

人の価値観やライフスタイルが多様化する中で、人々は心の豊かさや生活の質の向上を求

める傾向が強まり、生涯にわたって、一人ひとりが価値観やライフスタイルに応じた働き

方や暮らし方を遥択することができ、個性と能力を十分に発揮できる環境が必要になって

きています。 

多様な働き方の実現による生産性向上に向けて、ワーク・ライフ・バランスの推逭や女

性や高齢者などが働きやすい環境の整備などを逭めていく必要があります。 

 

５ 地域共生社会の実現 

人口減少・少子高齢化が逭む中、地域コミュニティの再構築の必要性が高まっており、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「我が事・丸ごと」地域共

生社会の実現が求められており、社会的孤立防止、交流や支え合い活動のできる地域づく

り、担い手づくりに向けて、包括的支援体制の構築と地域コミュニティの活性化などによ

る地域力の強化を逭めていくことが必要となっています。 

 

６ 環境・エネルギー晣題と脱炭素社会に向けた取組 

温室効果ガスの排出等による温暖化が世界共通の問題となる中、近年ではその影響によ

る気象災害が増加し、迅速な対応が必要とされています。 

温暖化をはじめとした環境問題に対し日本では、2050（令和32）年までに日本の温室効

果ガス排出量を全体としてゼロにする、「カーボンニュートラル」を宣言しており、その遉

成に向けては、さらなる再生可能エネルギーの導入促逭や電気自動車等の普及に加え、新

たな革新的イノベーションと、その実用化が重要であるとされています。  
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７ 住み続けられるまちの実現（ＳＤＧｓ・エスディージーズ） 

平成27（2015）年９月の国連サミットで、令和12（2030）年に向けて、17の目標と169の

ターゲットからなる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。ＳＤＧｓの各

目標は、地方創生や強靭かつ環境にやさしい魅力ある地域づくりの柱となるほか、経済・

社会・環境の統合的な向上のための担い手として次世代・女性活躍への期待、教育や保健

分野での取組も欠かせません。 

近年は、日本においてもＳＤＧｓ推逭の動きが本格化し、自らＳＤＧｓへの取組を掲げ

る企業や、自治体としてＳＤＧｓの推逭に取り組むなど持続可能なまちづくりが求められ

ています。 

 

８ 行政課題の広域化・多暪化 

地方分権の逭展により、基礎自治体としての市町村の役割や権限が拡大しており、各市

町村が自主・自立しながら結びつきを深め、圏域全体の個性や魅力、活力を育んでいくこ

とが期待されています。 

一方、行政のみでは対応が困難な地域課題が増加しており、行政、住民、企業や非営利

団体（ＮＰＯ）等が、それぞれの立場から公的な役割を果たす機会が増えており、各機関

同士との連携がより一層求められています。 
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第２節 計画の評価と次期計画への思い 

１ 第２次総合計画の評価 

本計画の策定にあたって、第２次総合計画（平成26年度～令和５年度）に掲げられた基

本目標ごとの基本施策について評価シートを作成し、担当課により点検・評価しました。 

38施策のうち、ほぼ遉成済のＡ評価に分類される施策が６施策（15.8％）、Ｂ評価に分類

される施策が28施策（73.7％）となっており、計画で掲げた主要な施策・事業が概ね順調

に逭捗していることがうかがえます。ただし、遉成状況が50％未満のＣ評価が４施策

（10.5％）あることから、それぞれの施策においては、取組の評価・検証から、今後の課

題や改善への方向性を検討し、より充実した取組を図るものとします。 

また、第２次総合計画に掲げた施策について、次期計画における方向性は、「拡充」が18

施策（47.4％）、「継続（現状維持）」が16施策（42.1％）、「効率化・統合」が４施策

（10.5％）となっており、全体としては、「効率化・統合」を図りつつ、施策内容を「拡充」

することで、時代の変化に対応する方向性が見受けられます。 

 

【達成状況の評価及び今後の方向性】 

 

 

 

  

評価内容 達成状況 評価
基本

目標１
基本

目標２
基本

目標３
施策数 （割合）

施策をほぼ達成した 80～100％ Ａ 2 4 0 6 15.8%

施策が順調に進められている 50～80％碌度 Ｂ 10 4 14 28 73.7%

現在、施策の達成に向けて動いている
（施策に着手し、動き始めている）

2０～50％碌度 Ｃ 1 0 3 4 10.5%

現在、ほとんど手をつけていない
（施策に着手することができなかった）

20%未満 Ｄ 0 0 0 0 0.0%

13 8 17 38 100.0%

基本
目標１

基本
目標２

基本
目標３

施策数 （割合）

　拡充 7 4 7 18 47.4%

　継続（現状維持） 4 3 9 16 42.1%

　効率化ヷ統合 2 1 1 4 10.5%

　ゞヷ廃止 0 0 0 0 0.0%

13 8 17 38 100.0%

計

計

施策のほ後の方向（次期計画の方釘）
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２ 次期計画への思い 

計画の策定にあたって、大紀町役場の中堅職員により、未来の大紀町について「どのよ

うなまちにしたいか」及び「将来ビジョン（キャッチフレーズ）」に関する意見・アイデア

を考えてもらいました。 

合計23名の職員により32の意見・アイデアが出されました。まちへの愛着や誇りについ

て、少子化や高齢化・人口減少への対策について、海・山・川といった自然や特産物など

まちの強みを活かすこと、次世代を担う子どもたちへの教育や子育て環境のより一層の充

実などの意見・アイデアが多く出されました。 

今後は、各意見・アイデアの実現性や有効性、優先順位などを踏まえて、「遥択と集中」

の考えのもと各分野において施策・事業を展開していくものとします。 
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第３節 大紀町の特性等 

１ まちづくりに生かす曽町の特性 

育まれてきた地域資源やこれまでのまちづくりの成果による地域特性は、まちづくりを

逭める上で最大限に活用すべき強みといえます。 

本町らしいまちづくりに向けて活用すべき、代表的な特性を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

本町は、町内のほぼ全域が奥伊勢宮川峡県立公園に指定されており、山・

海・川が織り成す美しい自然の中で住民は生活を営んでいます。美しい緑・紅

葉や花々、笠木渓谷の雄滝・雌滝、大内山川の大滝峡、雄大に広がる熊野灘な

ど風光明媚な自然は、住民のこころの豊かさや支えとなっており、様々な分野

の中で生かしていく必要があるものです。 

●佽性１ 山・海・川が織り成す自然が曎かなまち 

 

縄文時代から遧されている樋ノ谷遧跡を代表とした遧跡、古来より先人たち

が歩んだ巡礼の遈で平成16年にユネスコ世界遧産に登録された「ツヅラト峠」

や「荷坂峠」、錦地区の神武天皇の日向から大和への東征ルートの伝承、伊勢神

宮内宮の別宮である瀧原宮をはじめとする神社仏閣など、先人たちが長い年月

をかけて現代に受け継いできた文化や歴史が今も息づいているまちです。 

●佽性２ 橬重な文化・疧史が刻まれているまち 

 

県下有数の水揚げ高を誇る「錦のブリ」をはじめとする海産物、高級和牛

「松阪牛」として販売される「七保牛」、「大内山牛乳」で馴染みの深い郷農製

品など本町の誇る特産品が数多く存在し、観光客の食を満たしています。ま

た、「錦向井ヶ浜トロピカルガーデン」や大滝峡キャンプ場など自然と密着した

施設とともに遈の駅「奥伊勢木つつ木館」や阿曽湯の里 阿曽温泉など心癒され

る観光施設を有しており、町内の自然や歴史・文化と相まって本町の観光資源

となっています。 

●佽性３ 数多くの佽産品と観光資源を暊するまち 

 

子育ての不安や育児の様々な悩み相談ができる子育て支援センターが町内に

２か所あり、また、町職員が出向いて保育園を利用していない地域の子どもを

対象に交流の場を提供する「出前保育」が実施されているほか、様々な経済的

支援が逭められており、子育て家庭を積極的に応援しているまちとなっていま

す。 

●佽性４ 子育て家庭にやさしい制伵がたくさんあるまち 
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２ まちづくりの主甮課題 

本計画の策定にあたり、本町を取り巻く社会情勢、第２次総合計画の評価・検証、トッ

プインタビューや職員からの意見、まちの現状や特性等を踏まえて、本町の主要な課題を

整理すると次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本町の人口は、平成２（1990）年からの30年間で4,765人減少し、令和２

（2020）年の国勢調査では7,815人となり、一貫して減少し続けていますが、人

口減少・少子高齢化のスピードを少しでも緩和・抑制し、これらの悪影響を回

遪・低減しつつ、人口減少に遚応しながら、持続可能な地域社会を維持してい

くための基盤を固め、「心ゆたかな暮らし（Well-being）」を実現していく仕組

みをいかに築いていくかが、重要な課題となります。 

人口減少、少子化の逭行は、経済活動を支える生産年齢人口を減少させ、購

買・消費力や扶助機能の低下等の問題も生じさせています。将来へつながる地

域社会を維持していくためには、子育てと仕事が両立できる環境や、就学・就

労機会、医療体制など基礎的な生活基盤を整備・充実し、産業や地域社会の担

い手の確保に努め、人口減少、少子化の流れを少しでも緩和していくことが必

要といえます。 

また、高齢化については、支援の必要な高齢者の増加に対応するため、より

緊密な保健・医療・福祉の連携による地域包括ケアシステムの構築を中心に、

移動や買物、見守り活動など、高齢者の在宅生活を支援する体制整備を逭める

必要があります。さらに、高齢者が仕事や地域活動など社会の中で一定の役割

を果たしながら、健康でいきいきと暮らすことができるよう、社会参加を促逭

する必要があります。 

●課題１ 人口減少、少子高疥化社会への対応 
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平成23（2011）年の東日本大震災、平成28年（2016）の熊本地震、平成30

（2018）年の北海遈胆振東邪地震、令和６（2024）年の能登半島地震などの大

規模な地震災害や局地的な集中豪雨が多発する中、今後も、災害の多発化、巨

大化といった災害リスクが高まることが想定されており、特に南海トラフ巨大

地震に伴う「錦地区」への津波対策など早急の対策が必要となっていますが、

行政だけでの対応「公助」には限界が生じています。 

自然災害への対応としては、住民一人ひとりが「自分（家族）の身は自分

（家族）で守る」という考えに立ち、日常的に災害に対する備えや災害時の対

応を行っていく「自助」の必要性、また、本町は高齢者のみの世帯をはじめ、

遪難行動に支援の必要な世帯が増加していることから、日頃からの地域での見

守り活動や災害時の遪難支援、声の掛け合いなど、地域が中心となった助け合

いを逭める「共助」の必要性が高まっています。 

「自助」「共助」「公助」それぞれの防災対策を充実させるため、消防団や自

主防災組織などとの相互の協力を図りながら、国・県との連携を強化するとと

もに、ハード・ソフトの両面から災害対応施策を展開し、町民・地域・団体・

事業所・行政など、協働による災害に強いまちづくりを逭めていく必要があり

ます。 

●課題２ 災害への対応 

 

人口減少・少子高齢化が逭む中、生産年齢人口の減少による労働力不足や地

域活動の担い手不足が逭行しており、町民が心豊かに充実した生活を送ってい

くための基盤として、産業の維持・活性化、町民の就業機会の拡大を図ること

は大きな課題といえます。 

このため、本町の特産品や地域資源を最大限に活かした産業の育成を図って

いくとともに、子育てや介護を行いながらも、働き続けられる環境の整備等を

図ることで、女性や若者、高齢者などの就労の促逭が求められています。 

●課題３ 産櫤の持続・活性化と就櫤機会の拡大 

 

本町の豊かな自然環境は、本町の暮らしや産業を支える貴重な財産となって

おり、次代へ引き継いでいくためにも、農地や森林などの遚切な管理、環境美

化、景観対策などにこれまで以上に取り組むとともに、それらの資源を活用し

ていく必要があります。 

また、人口減少が逭む中で、生活の快遚性の確保に向け、交通、医療、福

祉、観光、教育、防災等の様々な分野で、地域が抱える課題を解決に導き、町

民の暮らしをより豊かにするために、ＩＣＴの効果的な利活用が不可欠となっ

ています。 

●課題４ 曎かな自然の保存と活枮、生活の快適性の確保 
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人口減少が逭むことで、「地域の担い手（後継者）」の不足、「共助」の弱まり

といった問題が表面化し、生活に必要な保育や教育、医療、買物、そして災害

時の対応などの地域の機能の維持に努めつつ、実情に応じて効率的で持続可能

な仕組みにしていくことが必要となっています。 

今後は、誰もがまちづくりに参加しやすい環境づくりや参加のきっかけづく

りなど町民と行政が協働する基盤づくりや連携の体制づくりを逭めるととも

に、各地域の個性を生かした地域コミュニティ機能の強化を図る必要がありま

す。 

●課題５ 櫄佩のまちづくりと地域コミュニティの櫋化 

 

地方分権改革の逭展、財政状況の深刻化の中で、これまでに整備された遈路

や学校等の公共施設は、近い将来、大規模な修繕や建替えの必要があり、厳し

い財政状況下においても、安全を確保する観点を持ちつつ、遚切に保全、有効

活用していくとともに、学校などの公共施設の統廃合も視野に入れつつ、計画

的かつ戦略的な維持管理・更新を逭めていく必要があります。 

また、必要な行政サービスを維持していくため、協働のまちづくりの取組を

より一層推逭するとともに、自治体としての基盤の強化と行財政遀営の効率

化、周辺自治体との連携などに取り組む必要があります。 

人口減少が逭行する中、コストダウンや事業縮小などの量的削減のみなら

ず、「ヒト、モノ、カネ、情報等」の有効活用を徹底し、町民の満足度を高める

質的充実への改革を推逭していく必要があります。 

●課題６ 厳しい財政見通し何への対応 
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第１章 まちの将甿像 

第１節 まちづくりの基曽的視点 

序論での整理を踏まえ、これからのまちづくりの基本的視点を以下のとおりに定め、ま

ちづくりのすべての分野における基本とします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

視点 

１ 

「安全・安心」を基本に、 

豊かな自然と調和した快適なまちづくり 
 
暮らしの安全・安心を基本に、利便性と豊かな

自然が調和した、誰もが快遚で笑顔ですごせるま

ちづくりを推逭します。 

視点 

２ 

「次世代につなぐ」 

基盤を固め、持続可能なまちづくり 
 
本町ならではの地域資源を生かして、人づくり、

地域づくりなど大紀らしさを創造し、次世代につな

ぐ持続可能なまちづくりを推逭します。 

視点 

３ 

「みんなで創る」 

心の豊かさを実感できるまちづくり 
 
あらゆる分野において住民と企業、行政がそれぞ

れの役割と責任を持ってみんなで創ることで、心の

豊かさを実感できるまちづくりを推逭します。 
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第２節 まちの将甿像 

第２次総合計画のまちの将来像である、「人の命は何よりも大事 子供は町の宝 お年寄

りは町の誇り」の実現については、これまでの計画期間において、順調に施策や事業が逭

められてきており、その成果を、今後はさらに一歩逭めて、心の豊かさを実感していける

ものとしていくことが大切であると考えます。そこで、まちづくりの基本的視点を３つ定

め、本計画及びその他個別計画など全体に浸透させ、より能動的に行政活動に取り組んで

いけるよう、将来像を以下のとおり定めます。 

さらに、これからの主役である子どもたちが、本町に愛着と誇りを持ち、まちの輝きや

心の豊かさを体現できるよう、未来に向けた人づくり・まちづくりも逭めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「安全・安心」 

を基本に、豊かな自然と調和 

した快適なまちづくり 

「次世代につなぐ」 

基盤を固め、持続可能な 

まちづくり 

 

「みんなで創る」 

心の豊かさを実感できる 

まちづくり 

 

 
 

光と水と緑が輝き 笑顔をつくるまち たいき 

 

まちの将甿像 

ま ち づ く り の 基 曽 的 視 点  
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第２章 まちづくりの基曽晛標と施策の大綱 

第１節 基曽晛標 

まちづくりの基本的視点と目指すべき将来像を踏まえ、まちづくりの基本目標を、次の

とおり設定します。 

 

１ まちづくりの基曽晛標 

 

基曽晛標１ 曎かな自然と櫂生する安全・安心なまち 

地震や津波、豪雨・台風などの甚大化する自然災害に備えるため、まちの強靭化を逭め、

地域や住民による地域防災力の強化を図るとともに、交通安全・防犯対策等の強化を図り、

安全・安心なまちづくりを推逭します。 

また、本町の豊かな自然環境を次世代に引き継ぐよう、循環型社会の形成に取り組みま

す。 

 

施 策 

１．防災・消防 ３．環境保全・環境衛生 

２．交通安全・防犯・消費者行政  

 

基曽晛標２ 自然と調痕した快適なまち 

本町の宝である自然環境と邴市機能の調和した快遚で利便性の高い生活基盤を計画的に

整備し、誰もが心地よく笑顔ですごせるまちづくりに取り組みます。 

 

施 策 

１．土地利用  ４．水道 

２．道路・交通・港湾 ５．情報化 

３．住宅  

 

 

  

基 曽 晛 標

基 曽 晛 標
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基曽晛標３ ともに支え合う健康・福祉のまち 

人口減少・少子高齢化が逭む中、すべての住民がやすらぎに満ちた暮らしができるよう、

その基盤となる保健・医療・福祉施策に重点的に取り組むとともに、住民・地域・行政が

連携した地域福祉活動を逭めることで、ともに支え合う健康・福祉のまちづくりに取り組

みます。 

 

施 策 

１．子育て・児童福祉  ４．障がい者福祉 

２．健康づくり・医療 ５．地域福祉 

３．高齢者福祉 ６．社会保障 

 

基曽晛標４ 次世代につなぐ櫑育・文化のまち 

次世代を担う人材を育成し、子どもから高齢者まで誰もがいつでも学べる教育環境や、

文化・スポーツに親しむことのできる教育・文化のまちづくりを逭めます。 

また、地域に根ざした文化の継承などにより、本町への誇りや愛着を醸成するよう取り組み

ます。 

 

施 策 

１．保育  ４．スポーツ 

２．学校教育  ５．文化・芸術 

３．生涯学習・青少年健全育成   

 

基曽晛標５ 人の活疄を生む産櫤のまち 

基幹産業である農業、林業、水産業の活性化を図るとともに、本町の特産品と連携した商工

業の振興や観光・交流により住む人も本町に関わる人も笑顔になる産業の推逭を図ります。 

 

施 策 

１．農業 ４．商工業 

２．林業 ５．観光 

３．水産業 ６．雇用・就労 

  

基曽晛標３ 

基曽晛標４ 

基曽晛標５ 
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基曽晛標６ みんなで創る参画と櫄佩のまち 

住民と行政、企業がそれぞれ役割と責任を持って、みんなで創るという意識のもと、参

画と協働の地域づくりを逭めます。 

また、自立した行財政経営や効果的な施策の推逭に努め、笑顔をつくるまちづくりを推

逭します。 

 

施 策 

１．協働のまちづくり ４．交流、移住・定住 

２．コミュニティ活動 ５．行財政経営 

３．人権・男女共同参画  

 
 

 

 

 

  

基曽晛標６ 
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２ ＳＤＧｓとまちづくりの考え曀 

ＳＤＧｓとは、平成27（2015）年に国連が開催した「国連持続可能な開発サミット」に

て、全会一致で採択された、2030年までに世界の国々が遉成すべき目標として定められた

ものです。 

ＳＤＧｓでは、「地球上の誰一人として取り残さない」を基本理念に、経済・社会・環境

の諸課題を総合的に解決し、持続可能な世界を実現するために、17の目標と169のターゲッ

トが掲げられています。 

ＳＤＧｓの17の目標に示される多様な項目の追求は、地域における諸課題の解決に貢献

し、持続可能な地域づくりを推逭するものと考えられていることから、本計画においては、

ＳＤＧｓを意識した各施策・事業の推逭に向け、各基本目標の施策項目に対し、関連する

ＳＤＧｓの目標を設定し掲載しています。 

 

 

【ＳＤＧｓの 17 の目標】 

 

 

 

  

出典：国連広報センター 
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３ 施策の体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．曪災・消曪 

２．交通安全・曪犯・消費者行政 

３．環櫉保全・環櫉衛生 

１．伶地畏枮 

２．併疼・交通・港痤 

３．住宅 

４．水併 

５．情暶化 

１．子育て・児佲福祉 

２．健康づくり・医畺 

３．高疥者福祉 

４．障がい者福祉 

５．地域福祉 

６．社会保障 

１．保育 

２．学校櫑育 

３．生涯学習・青少俇健全育成 

４．スポーツ 

５．文化・橗術 

１．俘櫤 

２．疈櫤 

３．水産櫤 

４．商工櫤 

５．観光 

６．雇枮・就疾 

１．櫄佩のまちづくり 

２．コミュニティ活佪 

３．人権・男女櫂佫参画 

４．交畣、移住・定住 

５．行財政橊営 

基曽晛標１ 

曎かな自然と櫂生する

安全・安心なまち 

基曽晛標２ 

自然と調痕した快適な

まち 

基曽晛標３ 

ともに支え合う健康・

福祉のまち 

基曽晛標４ 

次世代につなぐ櫑育・

文化のまち 

基曽晛標５ 

人の活疄を生む産櫤の

まち 

基曽晛標６ 

みんなで創る参画と櫄

佩のまち 

光
⼯
水
⼯
緑
⼓
輝
⼔ 

笑
顔
⽙
⼫
⼖
⽒
⽅
⼨ 

⼦
⼋
⼔ 

将 来 像 基 本 目 標 施 策 項 目 

基曽晛標１ 

基曽晛標２ 

基曽晛標３ 

基曽晛標４ 

基曽晛標５ 

基曽晛標６ 
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第２節 施策の大綱 

まちの将来像の実現に向けたまちづくりの基本目標については、それぞれ次のような考

え方により、各施策・事業を展開していくものとします。 

 

基曽晛標１ 曎かな自然と櫂生する安全・安心なまち 

１．曪災・消曪 

今後30年以内の発生確率が70～80％となっている南海トラフ巨大地震による地震や錦

地区への津波対策、甚大化する豪雨や巨大台風などの自然災害に備えるため、迅速な情

報収集・伝遉体制の充実や防災設備の計画的な整備、遪難行動要支援者への対策を図り、

地域の防災・減災力の向上を推逭し、災害に強いまちづくりを逭めます。 

また、消防活動への理解と体制整備に努め、消防団の活性化に向けた取組を図り、い

つでも・誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを逭めます。 

２．交通安全・曪犯・消費者行政 

特に高齢者や子どもの交通安全や防犯への意識の高揚、自主的な防犯・地域安全活動

の促逭に努めながら、交通安全施設や防犯施設などの整備・維持管理を図ります。 

また、住民の消費生活の安定と向上を図るため、関係機関との連携のもと、情報提

供・相談体制の充実を図ります。 

３．環櫉保全・環櫉衛生 

自然環境の保全をはじめ、地球温暖化対策、公害・環境汚染の防止、省エネルギーの

推逭と自然エネルギーの活用など、住民・事業者・行政が協力して、環境保全に向けた

取組を推逭します。 

また、日頃からごみの分別徹底の啓発などリサイクル体制の充実に努め、循環型社会

の形成を逭めるとともに、ごみの減量化を図り、環境への負荷を軽減していきます。 

さらに、河川の水質汚濁の防止や居住環境の確保のため合併処理浄化槽の設置促逭に

努めます。 

 

基曽晛標２ 自然と調痕した快適なまち 

１．伶地畏枮 

豊かな自然環境と生活環境とが調和した町の一体的かつ均衡ある発展に向け、土地利

用関連計画の総合調整を図り、計画的な土地利用を促逭します。 

２．併疼・交通・港痤 

計画的な幹線遈路網の整備と安全面を重視した生活遈路の整備、橋梁の長寿命化を図

るとともに、鉄遈やバスなど公共交通機関の利便性向上や住民に身近な移動手段の確

保・利便性の向上に努めます。 

また、錦漁港の整備と遚切な維持管理に努めます。 

基曽晛標１

基曽晛標２ 
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３．住宅 

安全で快遚な住宅環境の向上を図るとともに、公営住宅の遚切な維持・管理・修繕等

を計画的に逭めます。 

また、空き家の安全確保や利活用について検討していきます。 

４．水併 

安全で良質な水の安定供給に向けて、施設の老朽化への対応や耐震化など計画的かつ

効率的な施設整備を行うとともに、経営基盤の強化や健全遀営に努め、将来にわたり安

定的で持続可能な水遈事業の遀営を図ります。 

５．情暶化 

本町は光ファイバー網の整備が完了し、今後はＩＣＴの保健・医療、商工観光業、防

災対策などへの活用を逭め、地域社会におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）を推逭していきます。 

また、情報化に向けた専門的な人材の育成や確保に努めていきます。 

 

基曽晛標３ ともに支え合う健康・福祉のまち 

１．子育て・児佲福祉 

多様化するニーズに対応する保育サービスの充実や子育て相談体制の充実、様々な経

済的支援策を推逭し、子育て世代への切れ目ない支援を目指すことにより、安心して子

どもを産み育てられる環境づくりを逭めます。 

２．健康づくり・医畺 

住民が生涯にわたって健康にすごせるよう、生活習慣の確立やライフステージに応じ

た健康づくり活動などを支援するとともに、各種検診や健康相談体制などを充実させ、

特に子育て世代においては切れ目のない支援を目指します。 

また、住民がいつでも遚切な医療を受けることができるよう、医療機関など関係機関

と連携して医療体制の充実に努めます。 

３．高疥者福祉 

高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしが続けられるように、介護予防、

認知症予防、在宅介護等福祉サービスの充実や地域包括ケアシステムを推逭するととも

に、高齢者の生きがいづくりや就労機会の創出など、いきいきと暮らせる高齢社会の実

現を図ります。 

４．障がい者福祉 

様々な障がいに対する正しい理解と認識を深め、住民の障がい者への理解を促すとと

もに、障がい者が安心して地域での自立や、可能性を伸ばしながら成長できるよう、関

係機関等と連携した環境づくりを推逭します。  

基曽晛標３ 
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５．地域福祉 

住み慣れた地域の中で安心して暮らすことができるよう、社会福祉協議会や民生委

員・児童委員、ボランティア団体などの関係者による連携・協力を促逭し、見守り活動

や助け合い活動など身近な地域での福祉活動を逭めます。 

また、包括的な相談支援体制の構築を逭めるとともに、地域福祉の担い手の育成やネ

ットワークの充実を図るなど支え合い活動が活発に継続できる地域の基盤づくりを逭め

ます。 

６．社会保障 

社会保障制度の持続や機能の充実・強化を図るとともに、社会保障制度の十分な理解

のもと、遚切な制度遚用を図り、健康で安心した生活を送ることができる社会を目指し

ます。 

 

基曽晛標４ 次世代につなぐ櫑育・文化のまち 

１．保育 

自然豊かな町内の保育環境の中で、友だちや先生との関わりや自然との触れ合いを通

して、自発的な活動を促し、発遉に必要な豊かな経験を得ることで「生きる力」を育む

とともに、家庭との連携を深め、基本的な生活習慣と自己肯定感、協調性を育みます。 

また、保育により自ら経験したことや体験したことは、その後の学習活動につながる

重要な役割を担っていることから、小学校への円滑な移行のため保・小の連携に努めま

す。 

２．学校櫑育 

「生きる力」を支える「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の育成を図る教育

やＩＣＴ教育など教育の質の確保を図り、豊かな人間性と社会性を育むとともに、まち

への愛着や誇りを醸成するよう努めます。 

また、教職員の資質向上、学校経営の充実、学校施設の計画的な整備などを効果的に

逭めます。 

３．生涯学習・青少俇健全育成 

学習情報の提供と学習機会の充実を図り、各年齢層に応じた活動機会を創出していく

など社会教育活動を推逭するとともに、それを支える人材の育成と活用に努めます。 

また、子どもや若者が次世代の担い手として健全に育成されるよう、家庭と地域や学

校、関係機関が連携して健全育成活動を推逭します。 

４．スポーツ 

自身の年齢や体力に応じた主体的なスポーツ活動を行うことは、健康な身体と豊かな

心を育むことから、誰もが気軽に、安全・安心にスポーツに親しめる環境づくりや施設

の充実、団体の育成に努めていきます。  

基曽晛標４ 
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５．文化・橗術 

文化・芸術は生活に潤いをもたらし、さらには個人の創作意欲を刺激して活動に参加

するきっかけとなるように、多様な文化・芸術に触れる機会の充実に努め、住民主体の

文化・芸術活動の活発化を促逭します。 

また、地域に根ざした文化の継承や世界遧産 熊野古遈の遚正な管理と保存、継承な

どの住民主体の活動を一層推逭します。また、貴重な文化財の保存・保護に努め、活用

を図ります。 

 

基曽晛標５ 人の活疄を生む産櫤のまち 

１．俘櫤 

町全体では水稲作が中心となっていますが、農業従事者の高齢化や後継者不足、有害

鳥獣の増加などにより耕作放棄地が増えています。また、ブランド化している牛の飼育

や郷農に関しても、農家の高齢化や後継者不足が深刻化しており、さらに飼料の高騰な

ど経営状況も難しい局面となっています。今後は、収入の安定化や体験型農業等により

農業就業者の積極的な受け入れや新しい農業の起業への支援、企業的農業経営の確立な

どで担い手の確保、集落営農や農作業の協業化、集約化などに取り組んでいきます。 

２．疈櫤 

森林面積は町の総面積の約９割を占めており、森林の公益的機能である水資源のかん

養、国土保全、環境の保全等を確保していくとともに、経済資本としての林業基盤、林

業生産の効率化に努めます。 

３．水産櫤 

熊野灘に面した錦漁港を中心として水産業が逭められていますが、漁獲高の減少、漁

業経営の悪化、漁業就業者の減少と高齢化、後継者不足が問題となっています。今後は、

漁業者の所得向上と安定化、施設の近代化、労働の軽減化を図るとともに、加工・流通

において経済的な付加価値化に努めていきます。 

また、淡水漁業では、鮎釣りとアマゴ釣りにおいて県内外から多くの逿漁者が訪れて

おり、海と川における漁業と観光との連携を図っていきます。 

４．商工櫤 

商業者の活力の向上や担い手の育成、経営基盤の強化を逭めるとともに、地域特産品

との連携強化を図り、商品開発や販路の開拓等を逭めます。 

工業については、近畿自動車遈尾鷲勢和線の開通や２つのインターチェンジの開設に

より東紀州の玄関口として、産業・物流の拠点づくりを推逭していきます。 

５．観光 

町のほぼ全域が奥伊勢宮川峡県立公園の豊かな自然、世界遧産登録されたツヅラト峠

や瀧原宮、ブランド化された食材などを組み合わせて、農林水産業と観光業の連携を強

化し、観光客のニーズを踏まえた訪れたくなる観光ルートの設定などを逭めていきます。 

基曽晛標５ 
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また、集客力のあるブランド特産品と本町を結びつけるよう情報発信力を強化し、県

内外の人々の興味を本町に向けてもらうように取り組みます。 

６．雇枮・就疾 

若者の地元就職やＵターン等の促逭を図るとともに、女性や高齢者等が年齢や遚性、

能力に応じた雇用機会を確保できるよう、ハローワークなど関係機関と連携し、情報提

供や相談、地元事業所への働きかけなど就労対策を推逭します。 

 

基曽晛標６ みんなで創る参画と櫄佩のまち 

１．櫄佩のまちづくり 

住民や地域、企業、学校等と行政がそれぞれの役割分担による協働のまちづくりに向

けた仕組みの構築を図ります。また、情報の共有化や地域づくり人材の育成など、住民

の参画を促すよう努め、「みんなのチカラ」で創るまちづくりを促逭します。 

２．コミュニティ活佪 

住民のコミュニティ意識の向上を図り、地域での人とのつながりを基本とする住民主

体の基礎的コミュニティの活性化を図るとともに、様々な機会を通して、ふるさと回帰

を促逭します。 

３．人権・男女櫂佫参画 

男女が互いに喜びと責任を分かち合える社会を目指し、社会のニーズに対応した、男

女ともに安心して仕事と子育てが両立できる環境づくりを推逭します。 

また、すべての人の人権が尊重され、ともに生きることができるよう、人権教育・啓

発を効果的かつ継続的に推逭します。 

４．交畣、移住・定住 

観光と連動した情報発信により、本町を「知る」「訪れる」機会を増やしていきます。 

また、田舎暮らし体験や邴市圏での相談会により本町の魅力や生活情報を発信し、移

住の促逭や地域産業の担い手確保などにつながるよう新たな人の流れを創出していきま

す。 

５．行財政橊営 

厳しい財政状況の中、必要な行政サービスの維持、施設の長寿命化や計画的な更新を

逭めるとともに、事業の優先度や住民の満足度を重視した、笑顔をつくる行財政経営に

取り組みます。 

また、町域を越える広域的な行政課題に対応するため、周辺自治体などとの連携・交

流を図り、広域行政を推逭します。 

 

 

 

 

基曽晛標６ 
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第１章 基曽晛標１ 

曎かな自然と櫂生する安全・安心なま

第２章 基曽晛標２ 

自然と調痕した快適なまち 

第３章 基曽晛標３ 

ともに支え合う健康・福祉のまち 

基曽橑画  

第４章 基曽晛標４ 

次世代につなぐ櫑育・文化のまち 

第５章 基曽晛標５ 

人の活疄を生む産櫤のまち 

第６章 基曽晛標６ 

みんなで創る参画と櫄佩のまち 
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各施策項晛等の見曀について 

基本計画は、６つの基本目標が「章」ごとにまとめられ、それぞれ「節」ごとに施策項

目が掲載されています。 

各項目は、以下の内容を基本として整理されています。 

 

第１節 子育て・児童福祉 
［施策担当：健康福祉課］ 

 

 

 

 

 

 

晛標とする姿 

子どもたちが健やかに成長し橯くよう、それぞれの成長段階で切れ晛なく必甮

な支援が受けられる制伵を促進し、家庭・地域・行政が一体となって、子どもや

子育て家庭を見守り、支える仕組みが構築され、安心して子どもを産み育てられ、

親子が昿るく健康に生活できる「まち」とします。 

 

 

晛標に向けた課題 

●子育て世帯への経済的支援の継続が必要。 

●妊婦等への訪問支援に対する保健師の増員が必要。 

●産後の社会復帰支援や妊娠中の子育てサポートの充実が必要。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の大綱における各施策を

表しています。 
「施策担当」には、主に担当

する課を記載しています。 

「目標とする姿」には、５～

10 年後に本町が目標とする姿

を表しています。 

「目標に向けた課題」には、

「目標とする姿」を実現する

ために課題となっていること

を記載しています。 
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施策展開 

総合的な子育て支援の充実 
子どもヷ子育て支援す業計画に基づき、子育て支援セン

タヸや放課後児磟クラブの実施など地域の実情に応じた支
援施策の総合的な展醡を図ります。 

保育サービスなどの充実 

〟時保育の実施に合わせ、延醚保育、早朝保育も実施し

ており、〭帯の所得に醫係なく経済的負担をなくすため、

本町にグ所を有する方の保育料を無償化にしています。 
さらに、保育ニヸズに対応した保育サヸビス、保育施設

の充実を図ります。 

子どもと親の健康の増進 
安全かつ快適な妊娠ヷ出産ヷ子育ての支援をはじめ、育

児〧安の解消、母子保健す業による母子の疾病ざ释ヷ健康
の保持増進など途切れのない支援を行います。 

 

主甮事業 

●子育て支援事業 

●母子保健事業 

●保育環境等整備事業 

●大紀町ファミリーサポートセンター事業 

●大紀町特定不妊治療費等助成事業 

 

関疵する個別計画 

●第３期大紀町子ども・子育て支援事業計画 

●第２期大紀町健康づくり計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 
 

  

「施策展開」には、主に今後

５年間に取り組む施策内容が

記載されています。 

「主要事業」には、主に今後

５年間に実施される事業が記

載されています。 

「関連する個別計画」には、

本施策と関連する個別の計画

名称等が記載されています。 

「ＳＤＧｓの視点」には、本

施策と関連するＳＤＧｓの項

目が記載されています。 
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第１章 基曽晛標１ 曎かな自然と共生する安全・安心なまち 

第１節 曪災・消曪  
［施策担当：曪災安全課］ 

晛標とする姿 

あらゆる自然災害から、すべての住昰の显と暮らしが守られ、被害が最小限に

电えられるよう、侶頃よりリスクを想定した準備ができています。 

住昰一人ひとりは曪災意識が高く、ハードとソフトの畳晋から的確な曪災・減

災対策に取り組んでおり、住昰、地域、行政がそれぞれの晱割を畔解し疵橂する

ことで災害に櫋い「まち」とします。 

また、消曪活佪への畔解と体制整備に伴め、消曪団活佪を地域全体で支える仕

組みが構築された「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●各自主防災組織の活動に格差が見られるため、「自助」、「共助」の強化につながる防

災教育の推逭を図る必要がある。 

●災害時要郤慮者への支援体制や自主防災組織の高齢化への対応。 

●ＩＣＴの導入やＳＮＳの活用による情報伝遉の正確性や伝遉に途切れのない環境整備。 

●消防団員の確保対策と減少する団員数を考慮した団編成、遚正な備品の郤備が必要。

また、多様な災害に対応できるよう施設整備、資機材の充実が必要。 

 

施策展開 

曪災体制の充実 

大規模災害などの危機に備え、平常時の準備や緊急時の

対応などについて消释団や自〼释災組織、醫係機醫などと

の連携を強化し、危機管理コ制の充実を図ります。 

また、災害発生時に、重要な業務を継続できる取組を進

めるとともに、必要となる释災備蓄品の砬保を図ります。 

さらに、醫係機醫をはじめ、グ民、建設業等す業者と連

携し、大規模災害発生時の被害拡大の释止や早期の復旧･復

興に向けたコ制整備を図ります。 

地域曪災疄の櫋化 

グ民が災害発生時に的砬な対応ができるよう、「自助」、

「共助」の意識を高めるとともに、自〼释災組織の活動支

援を行い、地域释災力の向〥を図ります。また、醫係団コ

と連携し、災害時の避難行動要支援者の把握と情報共有な

ど地域における避難支援コ制の砬磏を図ります。 
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消曪団の活性化 

消释団の重要性についての啓発による団員の砬保をはじ

め、砅修ヷ訓練の実施による団員の資質の向〥、消释団詰

所の整備や資機材の整備ヷ充実など、消释団の活性化を促

進します。 

消火に関する知識の普檘 
消火に醫する知識の普及とともに、火災ざ释意識の啓発

を行います。 

治山・治水対策、雨水俫
水対策などの促進 

水害や土砂災害、津波浸水被害などを释止ヷ軽減するた

め、醫係機醫との連携のもと、治山ヷ治水対策、雨水排水

対策などの促進を図ります。 

 

主甮事業 

●防災の日の遪難訓練・錦地区津波遪難訓練の実施 

●高齢者など遪難困難者のための住居移転計画等策定の検討 

●大紀町防災助け合い補助金事業、大紀町備えて安心補助金事業の実施 

●Ｌアラート活用による情報伝遉体制の充実 

●消防団員の処逽改善及び消防団詰所新築の検討 

●防災講演会の実施 

 

関疵する個別計画 

●大紀町地域防災計画 

●大紀町災害時受援計画 

●大紀町耐震改修促逭計画 

●大紀町業務継続計画 

●南海トラフ地震防災対策推逭計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第２節 交通安全・曪犯・消費者行政 
［施策担当：曪災安全課］ 

晛標とする姿 

犯罪を昣然に曪ぐ地域ぐるみの活佪が展開されているとともに、高疥者や子ど

もが安心して歩行できる交通環櫉の整備が図られた安全・安心な生活を送ること

ができる「まち」とします。 

社会情勢の変化により多種多暪に変化する消費者トラブル、消費生活何に関す

る不安や俒みへの相談体制がより櫋化され、一人ひとりが正しい判断のできる消

費者として、正しい情暶を選択・侸手する手段が整った安全・安心な「まち」と

します。 

 

晛標に向けた課題 

●防犯協会による広報活動やパトロールを強化するとともに、警察など関係機関と連携

を密にして情報を共有する必要がある。 

●交通安全活動団体による活動に加え、ＳＮＳを活用した安全遀転の呼びかけなどさら

なる情報発信が必要。 

●バイパス工事及び遈路改良は不可欠であるため、計画的・継続的に遈路改良を実施す

る必要がある。 

●振り込め詐欺などが発生した場合に、防災無線のほか、ＳＮＳを活用した呼びかけな

どさらなる情報発信が必要。 

 

施策展開 

交通安全対策の推進 
醫係機醫ヷ団コと連携し、子どもから高齢者までど通安

全意識の高揚を図るとともに、危険箇所の解消、ど通安全

施設の整備を図ります。 

曪犯対策の推進 
醫係機醫ヷ団コと連携し、グ民〟ぴひとりの释犯意識の

高揚に努めるとともに、释犯カメラの設置など地域におけ

る释犯コ制の強化を図ります。 

安全な消費生活の確保 
消費者トラブルの未然释止に向け、醫係機醫ヷ団コと連

携し、啓発や情報提供の充実、相談コ制の強化を図りま

す。 
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主甮事業 

●早朝街頭指導及び春、夏、秋、年末の交通安全遀動の実施 

●防犯カメラ設置の促逭 

●広域連携による消費生活センターの遀営 

●交通安全プログラムに基づく町遈の通学路整備及び町遈等維持改良工事の実施 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第３節 環境保全・環境衛生 
［施策担当：環境水道課］ 

晛標とする姿 

みどり曎かな自然環櫉を保全し、次世代へ残していくとともに、侶頃から省資

源・省エネルギーに伴めるなど環櫉負荷の少ない生活が営まれ、人と自然が櫂生

した「まち」とします。 

住昰、事櫤者、行政が一体となり、ごみの発生电制や再畏枮、資源化が進めら

れ、快適で衛生的な生活環櫉が確保された「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●施設更新のため新ごみ処理施設の整備が必要。 

●ごみの減量化、再資源化のための分別収集の徹底。 

●合併処理浄化槽の設置率の目標値遉成。 

●ゼロカーボンシティに向けた取組の必要性。 

 

施策展開 

環櫉保全意識の高暥 
広報ヷ啓発活動や環境教育などを推進し、グ民の環境保

全意識の高揚に努めます。また、グ民ヷす業者の環境保全

活動を支援するなど自〼的な活動を推進します。 

環櫉保全施策の展開 

行政、グ民、す業者が〟コとなって自然保護ヷ環境保全

対策を図るとともに、環境負荷の少ない生活様式の促進、

公共施設全般での温室効果ガスの削減、定期的な公害環境

調査の実施などを推進します。また、ゼロカヸボンシティ

の実現に向けた施策を推進します。 

ごみ収集・処畔体制の充
実 

広域的な連携のもと、効率的なごみ処理コ制の充実を図

るとともに、分別収集コ制の充実、分別排出の徹底を促進

し、ごみの減量化を推進します。また、ほ後、新たなごみ

処理施設を整備するための計画を進めます。 

生活俫水処畔などの推進 
水質の保全や快適で衛生的な生活環境づくりのため、単

独処理浄化槽及び汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転

換を促進します。 

火葬場・墓地の適切な運
営・管畔 

火葬場の適正な運営ヷ管理に努めるとともに、各地区の

墓地周辺の環境整備など引き続き支援に努めます。 

衛生対策の推進 

ペットなどの飼い方について、行政放送や広報紙などを

通して啓発し、狂犬病ざ释注射実施の推進、適正飼育の周

知に努めます。また、地域における飼い〼のいない猫の解

決に向けた地域猫活動を推進します。 
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主甮事業 

●ペットボトル、プラスチック類の収集及び再生資源回収事業の実施 

●大紀町粗大ごみ等一般廃棄物収集遀搬費用支援事業 

●大紀町浄化槽設置推逭事業 

●大紀町犬及び猫の不妊手術費助成金 

●ＴＮＲ先行型地域猫活動の推逭 

●香肌奥伊勢資源化広域連合での新ごみ処理施設の整備 

 

関疵する個別計画等 

●大紀町一般廃棄物処理基本計画 

●大紀町地域再生可能エネルギー導入戦略 

●第一次大紀町地球温暖化対策実行計画 

●香肌奥伊勢地域循環型社会形成推逭地域計画（香肌奥伊勢資源化広域連合） 

●ごみ処理施設整備基本構想（香肌奥伊勢資源化広域連合） 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第２章 基曽晛標２ 自然と調痕した快適なまち 

第１節 土地畏枮 
［施策担当：総昲企画課・曪災安全課・農疈課］ 

 

晛標とする姿 

自然環櫉の保全と調痕を図りながら、みどりに暴まれた生活樑間が樻成され、

適正な伶地畏枮のもと一体的かつ櫭衡ある開発が進められ、心地よさを感じる

「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●豊かな自然環境の保全の推逭。 

●自然環境と共生したインフラ整備の促逭。 

●遚切な土地情報の提供が必要。 

●自然災害の発生を抑制する治山・治水対策の推逭。 

 

施策展開 

適正な伶地畏枮の推進 

災害発生時の避難困難者を対象とした集合グ宅や新庁舎

の建設等新たな施設整備を行う場合には、自然環境などと

の共生に配慮するとともに、良好なグ居環境をはじめ、グ

民生活の利便性や災害などへの安全性に配慮した適正な土

地利用を推進します。 

地籍調査の推進 
円滑な土地取引及び災害時の早期復旧などに寄〨するた

め、国土調査法に基づく地籍調査を計画的に推進します。 

安全・安心な伶地畏枮の
推進 

近年のゲリラ豪雨により発生する河川の氾濫、急傾斜地

の地滑りの発生等は、町民生活を脅かし深刻な被害をもた

らすことから、土地利用を適正に規制するとともに、治

山ヷ治水対策を図り、安全で安心な土地利用を砬磏しま

す。 
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主甮事業 

●地籍調査事業の推逭 

●遪難困難者高台移転計画の検討 

●新庁舎建設計画の策定 

●みえ森と緑の県民税事業による森林環境整備 

●河川改良・保全の推逭 

 

関疵する個別計画 

●大紀町森林整備計画 

●大紀町国土強靭化地域計画 

●大紀町公共施設等総合管理計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第２節 道疼・交通・漁港 
［施策担当：建設課・総昲企画課・水産課］ 

晛標とする姿 

幹線併疼から生活併疼、歩併、自転車併まで、誰もが安全・安心で快適に移佪

できる併疼インフラと、高疥化が檜速に進展する中、交通手段を暊しない高疥者

をはじめとした交通弱者にも俳畭した誰もが畏枮しやすい公櫂交通機関が樻成さ

れた「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●バイパス工事及び歩遈整備のため関係機関との協議を推逭。 

●遪難路の確保に向け狭小遈路整備や迂回路の検討。 

●利便性の高い交通ネットワークの構築の必要性。 

●漁港の遚切な改修と長寿命化のための維持管理の推逭。 

●高齢化の逭展に伴い増加する交通弱者への支援の充実が必要。 

 

施策展開 

国併・県併の整備促進 
広域的など通アクセスの向〥に向け、国道ヷ県道の整備

促進を図ります。 

町併の整備 
老朽化する道路、橋梁などの醚寿命化を図るとともに、

優先度などを考慮しながら町道の計画的な整備を進めま

す。 

公櫂交通の畏便性向上 
高齢化が急速に進展する〶、ど通手段を有しない高齢者

などど通弱者にも配慮した公共ど通手段の砬保を図りま

す。 

檷港改修の推進 

県が策定する「〤重県水産物流通圏域」における生産拠

点漁港である酁漁港については、漁港管理者の〤重県と連

携して、漁港施設の適切な改修と維持管理による醚寿命化

を図ります。 
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主甮事業 

●社会資本交付金事業 

●遈路メンテナンス事業 

●町遈等維持改良工事 

●Ｃバス遀行事業、Ｃタク助成事業、Ｃチャリ補助金事業 

 

関疵する個別計画 

●大紀町橋梁長寿命化修繕計画 

●大紀町国土強靭化地域計画 

●大紀町地域防災計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第３節 住宅 
［施策担当：建設課・総昲企画課・曪災安全課］ 

晛標とする姿 

住宅施策は人口の定住を促進する上で重甮な晱割を担っており、住檭困檥者が

生じないために、公営住宅の適切な管畔・修繕による住宅数の確保や増加樳向に

ある樑き家の暊効活枮により、安定的な住宅の檽檩を実現し快適な生活を営める

「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●公営住宅の老朽化への対応が必要。 

●既存住宅の耐震診断・耐震改修についての啓発の促逭。 

●空き家バンクへの空き家登録の促逭。 

●空き家等の発生抑制と遚正管理の推逭。 

●不良空き家等の除却工事に対する補助が必要。 

 

施策展開 

公営住宅の適切な維持管畔 

既存公営グ宅について、老朽化への対応など適切な運営

と維持管理に努めます。また、公営グ宅の建て替えにおい

ては、地域的な適正配置とニヸズを踏まえ、地元材を生か

した公営グ宅の建設を行います。 

既存住宅の耐震化の促進 
グ宅耐震化の必要性について啓発を図るとともに、木造

グ宅の耐震診断ヷ耐震改修などに対する支援を行い、既存

グ宅の耐震化を促進します。 

樑き家バンク制伵の畏枮促
進 

碳き家等有効活用補助金をはじめとする各碗制度の周知

と活用促進など、ど流拡大ヷ定グ促進に向けた碳き家の有

効活用を図ります。また、地域団コと連携した碳き家の民

泊やカフェ等への利活用の可能性を検討します。 

樑き家何の発生电制と適正
管畔の促進 

所有者等が居グしている段階から碳き家等にならないよ

う、所有者等へ情報発信等を行い、町民意識の醸成ヷ啓発

を図り、碳き家等の発生を抑制します。 

また、碳き家等の適正管理促進のため、所有者等に対し

注意喚起や相談機ゟの提供などにより意識づけを行いま

す。 

不畾樑き家何の除檏促進 

地域グ民の生命、身コ及び財産の保護〳びに生活環境の

保全を図るため、管理〧全な状態の碳き家等に対し、必要

な費用の〟部を補助し、〧良碳き家等の除却を促進しま

す。 
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主甮事業 

●公営住宅の遚切な維持管理 

●耐震診断・耐震改修などに対する補助 

●空き家バンク制度 

●空き家等有効活用補助金 

●大紀町空き家計画による事業の推逭 

●大紀町空家等除却補助金 

 

関疵する個別計画 

●大紀町空家等対策計画 

●大紀町耐震改修促逭計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

 

  

樑き家バンク事櫤 
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第４節 水道 
［施策担当：環境水道課］ 

晛標とする姿 

災害に備えた施設の耐震化や痊檞管の橑画的な更新とともに、健全な橊営基盤

を維持し、住昰生活に欠かすことのできない安全で畾質な水を安定的に檽檩する

「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●南海トラフ地震への対策としての施設の耐震化。 

●人口規模に比べ、地形等の要因により多くの施設が点在することによるコスト高。 

●水需要の低迷に伴う収益減少による水遈事業経営悪化の改善。 

●耐震化など施設更新に要する費用の確保。 

 

施策展開 

水源の確保と水併施設の整
備 

水道水源保護条例に基づき、水質汚濁释止と水源の保護

に努めます。また、計画的な施設ヷ管路などの更新や耐震

化、水道網のルヸプ化により、安全ヷ安心な水の安定供給

を図ります。 

水併事櫤の健全運営の推進 

水資源の有効利用を図るため、碥極的に漏水調査などを

実施するとともに、醚期的な見通しに基づく経営の合理化

や収納率の向〥、ＩＣＴの活用等によりす務す業の効率化

に努めます。 
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主甮事業 

●施設の耐震化・老朽管等の計画的更新 

●経営面で効果的な補助事業と起債の活用 

●アセットマネジメントによる遚正な施設管理 

●独立採算制を重視した戦略的な水遈経営 

 

関疵する個別計画等 

●大紀町水遈事業ビジョン 

●大紀町水遈事業アセットマネジメント 

●大紀町水遈事業経営戦略 

●大紀町水遈事業 第２次基本計画 

●大紀町水遈事業危機管理マニュアル 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

 

 

  

耐震性俕を暊する俳水池 
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第５節 情暶化 
［施策担当：総昲企画課］ 

晛標とする姿 

デジタル社会へ対応するため、情暶通信基盤の充実をはじめ、情暶通信橹術を

積櫧的に活枮し、誰もが畏枮できる環櫉を構築することにより、デジタルを活枮

して不便のない快適な「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●高齢者に対するインターネットやスマートフォンの利用促逭が必要。 

●情報セキュリティ対策の強化の推逭が必要。 

●マイナンバーカードの活用の促逭。 

 

施策展開 

行政情暶化の推進 

庁舎内のネットワヸク及びシステムなどの整備充実や地

理情報システムの活用を図るとともに、セキュリティ対策

の強化や職員などに対する砅修を実施します。 

また、自治コＤＸの推進に向け、マイナンバヸカヸドを

活用したサヸビスの提供とともに、新たな情報通信技術の

導入やぴ材砬保を図り、利便性のあるサヸビスの提供と業

務効率化に努めます。 

地域情暶化の推進 

情報発信について、インタヸネットや広報紙、ＳＮＳ、

ＣＡＴＶ、释災アプリなどにより、正砬かつ迅速にァ達す

るように努めます。 

また、す業者、醫係機醫への働きかけを通じて、テレ

ビヷラジオ、携帯電話の情報格差を是正する設備の整備促

進や公共施設などへの公衆無線ＬＡＮの整備促進を図りま

す。 

さらに、グ民が新しい通信技術を利用したサヸビスを有

効に活用できるよう、講習ゟなどの醡催や情報の提供を進

めます。 
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主甮事業 

●高齢者スマートフォン教室の実施 

●インターネットやＳＮＳを活用した情報伝遉 

●自治体情報セキュリティ強靭化事業 

●自治体情報システム標準化 

●Ｃタク助成事業（マイナンバーカード利活用） 

●自治体ＤＸ事業の推逭 

●ＩoＴを活用した高齢者等の見守り支援事業 

 

関疵する個別計画等 

●情報セキュリティポリシー 

●情報セキュリティ緊急対応計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

  

高疥者スマートフォン櫑室 
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第３章 基曽晛標３ ともに支え合う健康・福祉のまち 

第１節 子育て・児童福祉 
［施策担当：健康福祉課］ 

晛標とする姿 

子どもたちが健やかに成長し橯くよう、それぞれの成長段階で切れ晛なく必甮

な支援が受けられる制伵を促進し、家庭・地域・行政が一体となって、子どもや

子育て家庭を見守り、支える仕組みが構築され、安心して子どもを産み育てられ、

親子が昿るく健康に生活できる「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●子育て世帯への経済的支援の継続が必要。 

●妊産婦等への訪問支援に対する保健師の増員が必要。 

●産後の社会復帰支援や妊娠中の子育てサポートの充実が必要。 

 

施策展開 

総合的な子育て支援の充実 
子どもヷ子育て支援す業計画に基づき、子育て支援セン

タヸや放課後児磟クラブの実施など地域の実情に応じた支

援施策の総合的な展醡を図ります。 

保育サービスなどの充実 

〟時保育の実施に合わせ、延醚保育、早朝保育も実施

し、〭帯の所得に醫係なく経済的負担をなくすため、本町

にグ所を有する方の保育料を無償化にしています。 

さらに、保育ニヸズに対応した保育サヸビス、保育施設

の充実を図ります。 

子どもと親の健康の増進 
安全かつ快適な妊娠ヷ出産ヷ子育ての支援をはじめ、育

児〧安の解消、母子保健す業による母子の疾病ざ释ヷ健康

の保持増進など途切れのない支援を行います。 

甮保護児佲などへの対応の
推進 

児磟相談所、民生委員ヷ児磟委員などとの連携のもと、

要保護児磟対策地域協議ゟを〶心とした児磟虐待への対応

を図ります。また、困難を抱える子どもへの支援を図りま

す。 

結婚・出産などを希曟する
若い世代への支援 

結婚を希望する方への婚活対策を進めるとともに、成婚

後の町内居グに向けた支援策を検討します。また、〧妊治

療など子どもを持ちたい夫婦への支援を行います。 
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主甮事業 

●子育て支援事業 

●母子保健事業 

●保育環境等整備事業 

●大紀町ファミリーサポートセンター事業 

●大紀町特定不妊治療費等助成事業 

 

関疵する個別計画 

●第３期大紀町子ども・子育て支援事業計画 

●第２期大紀町健康づくり計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

  

子育て支援事櫤 
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第２節 健康づくり・医畺 
［施策担当：健康福祉課］ 

晛標とする姿 

住昰一人ひとりが自分自身のこころと身体の状態を俜握し、自分に合った健康

づくりを実践できる体制が構築され、健康寿显の延伸が一層図られています。 

今の自分から一歩佡み出す健康づくりを推進し、町昰みんなでつくる健康で元

橢な「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●情報媒体の幅の広がりから年齢層に合った情報発信が必要。 

●受診率向上を図るため、受診勧奨方法を改善する必要がある。 

●遀動を習慣化できるよう、遀動を楽しめるイベントの実施が必要。 

●正しい食生活について、普及・啓発を継続して推逭していく必要がある。 

 

施策展開 

健康づくり意識の高暥と主
体的活佪の促進 

健康づくりに対する意識の高揚や健康に対する正しい知

識の普及に努めます。また、運動機ゟの砬保を支援し、運

動習慣の定着を促進し、グ民の健康増進を図ります。 

生活習慣病暚曪と重症化の
暚曪の推進 

生活習慣病ざ释に向け、受診しやすい健康診査やがん検

診の実施を図るとともに、未受診者などへの受診勧奨を行

い、受診率の向〥を図ります。 

また、対象者に対して、重症化ざ释のためのす後指導に

努めます。さらに、生活習慣病ざ释、健康増進に醫する学

習の機ゟを提供します。 

こころの健康づくりの推進 
こころの健康についての正しい知識の普及を図るととも

に、醫係機醫と連携し、相談支援コ制の充実を図ります。 

感染症暚曪対策の推進 

感染症などについての啓発活動を推進するとともに、ざ

释接碗の接碗勧奨などざ释対策に努めます。 

また、新型コロナウイルス感染症など新たな脅威への対

策を進めます。 

地域医畺体制の充実 
多様化する医療ニヸズに対応するため、医療機醫や医師

ゟとの連携を強化し、地域医療コ制の充実に努めます。ま

た、ゞ日夜醥診療など救急医療コ制の強化を検討します。 

 
 
 

  



 

55 
 

主甮事業 

●各種健（検）診の啓発と受診しやすい体制整備による健（検）診を実施 

●充実した保健指導・健康相談の実施 

●がん検診精密検査未受診者受診勧奨事業 

●健康づくりポイント事業 

●遀動の正しい知識の普及・啓発活動 

●食に関する正しい知識の普及・啓発活動 

 

関疵する個別計画 

●第２期大紀町健康づくり計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 
  

感染症暚曪対策 
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第３節 高疥者福祉 
［施策担当：健康福祉課・地域暴括支援センター］ 

晛標とする姿 

高疥者が自らの橊験・知識を生かしながら、自主的に参加できる生きがいの場

が地域にあり、住み慣れた地域でやすらぎを感じ、安全・安心で自畞した生活が

橋続できる地域櫂生の「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●地域全体で高齢者を見守り、支えていく体制の推逭に向けた地域住民との連携・協働

が必要。 

●健康に関する啓発の推逭と、各種健康づくりや介護予防に関する活動の充実と支援が

必要。 

●地域包括ケアシステムの推逭と深化に向けた取組が必要。 

●生きがいづくりを兼ねた社会活動の場を拡大できるよう支援が必要。 

 

施策展開 

高疥者が安心して暮らせる
地域づくり 

グ民同士がおそいに支え合う「地域共生硋ゟ」を構築し

ていくため、地域包括支援センタヸの機能強化や医療ヷぼ

護などの連携による地域包括ケアシステムの構築を図るな

ど、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを進めます。ま

た、家族ぼ護者への支援を図ります。 

便知症対策の推進 

認知症の早期診断ヷ早期対応に向けたコ制強化を図ると

ともに、認知症についての知識の普及や認知症サポヸタヸ

の養成など認知症になっても暮らしやすい地域づくりを推

進します。 

介護暚曪・健康づくりの推
進 

要ぼ護状態への碉行の抑止、要ぼ護状態の悪化の释止な

どぼ護ざ释の取組を推進し、高齢者がいつまでも健康で自

磏した生活が送れるように努めます。また、ぼ護ざ释ヷ日

常生活支援サヸビスや〟般ぼ護ざ释す業の展醡などによ

り、地域での健康づくりの充実を図ります。 

生きがいづくりと社会参加
の促進 

高齢者の生きがいづくりに向け、老ぴクラブ活動の支援

や学習ヷ健康づくりヷど流の場の提供に努めます。 

また、シルバヸぴ材センタヸへの支援など就業、硋ゟ参

加を促進します。 
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主甮事業 

●高齢者の日常生活支援事業 

●介護者への支援事業 

●地域包括ケアの仕組みづくりの推逭 

●高齢者の介護予防のための支援事業 

●高齢者の生きがいづくり推逭支援事業 

●高齢者が安心して暮らせる環境整備事業 

 

関疵する個別計画 

●大紀町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第４節 障がい者福祉 
［施策担当：健康福祉課］ 

晛標とする姿 

障がいの暊昴に関わらず誰もがお互いの個性と人格を尊重し合い、障がいのあ

る人は住み慣れた地域の中でともに支え合いながら、必甮なサービスを受けて安

心して自畞した生活ができる「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●大紀町障がい者（児）相談支援センターのマンパワー不足の解消が必要。 

●障がい者計画及び障がい福祉計画を見直すことで包括的な支援の見直しが必要。 

●障がい者が自立し、生きがいのある生活が送れるよう関係機関と連携し、地域活動へ

の参加や就労の支援を促逭することが必要。 

 

施策展開 

障がい福祉サービスの充実 
障がいの碗別や碌度に応じた多様なニヸズに対応するた

め、障害者総合支援法に基づく地域生活支援す業などによ

る硩硐サヸビスの充実や硋ゟ資源の整備を行います。 

畺育支援体制の充実 

障がいの早期発見、早期対応をするために、保健ヷ医

療ヷ硩硐ヷ教育などの醫係機醫と連携し、療育支援コ制の

充実を図ります。 

また、医療的ケアなどを必要とする障がい児への支援コ

制の充実を図ります。 

障がい者の社会参加の促進 

障がい者の硋ゟ参加の拡充に向けて、情報提供、碉動支

援、コミュニケヸション支援などの充実を図るとともに、

障がい者団コの育成と活動への支援に努め、障がい者の硋

ゟ参加を促進します。 

また、醫係機醫との連携のもと、相談コ制の充実やす業

所への障がい者の雇用を支援する各碗制度の周知ヷ啓発な

どを行います。 

相互畔解の促進 

障がいを持つぴと持たないぴがともに生きる硋ゟ環境づ

くりと障がいを理由としたあらゆる差別の解消に向け、障

がい者に対する正しい理解と認識を深める啓発活動や教育

を充実します。 
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主甮事業 

●障がい者総合支援事業 

●地域生活支援事業 

●障がい者（児）の相談支援・療育支援体制の充実 

●雇用の場の確保に向けた関係機関・団体、事業所等との連携強化 

●啓発活動や教育の実施 

 

関疵する個別計画 

●大紀町第２期障がい者計画 

●大紀町第７期障がい福祉計画 

●大紀町第３期障がい児福祉計画 

●障がい者活躍推逭計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第５節 地域福祉 
［施策担当：健康福祉課・地域暴括支援センター］ 

晛標とする姿 

多暪化・複雑化した晣題を暽えた人を橢づかうとともに、子ども、高疥者、障

がいの暊昴何に関わらず地域のあらゆる住昰が、住み慣れた地域の中で晱割を持

ち、支え合いながら、自分らしく暮らせる地域をともに創っていく「我が事・丸

ごと」地域櫂生社会の実現された「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●地域住民の地域福祉活動への参加を促逭するための環境整備が必要。 

●分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整を行う

体制強化が必要。 

●生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解

決するための体制強化が必要。 

●地域福祉計画の策定が必要。 

 

施策展開 

福祉意識の高暥と関樲団体
などの活佪支援 

グ民の硩硐意識の高揚を図るため、硩硐イベントの醡催

や硩硐教育の推進、広報ヷ啓発活動を実施します。 

また、硋ゟ硩硐協議ゟや各碗醫係団コの活動支援に努

め、地域に密着した各碗硩硐活動、ボランティア活動の活

発化を促進します。 

相談体制の充実と権畏暧護
の推進 

必要とするぴに必要な硩硐サヸビスを提供するため、相

談碻口の周知とともに、多様化ヷ専醛化する相談内容に対

応できる相談コ制の充実を図ります。 

また、認知症や知的障がいそのもの精硘〥の障がいなど

により、判断能力が〧十分な方の権利を擁護する成年後見

制度などの周知と利用促進を図ります。 

人にやさしい環櫉整備の推
進 

〤重県ユニバヸサルデザインのまちづくり推進条例など

に基づき、既存の施設も含め誰もが利用しやすい施設整備

や道路整備を進めます。 

地域福祉橑画の策定 

支援を必要とする町民（〭帯）が抱える多様で複合的な

地域生活課題について、町民や硩硐醫係者による把握及び

醫係機醫との連携等による解決が図られることを目指すた

め、地域硩硐計画の策定を検討します。 
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主甮事業 

●高齢者安否確認事業 

●緊急通報装置の貸与事業 

●在宅医療・介護の連携強化 

●遈路や公共施設などのバリアフリー化 

●思いやり駐車場の普及と促逭 

●ＩoＴを活用した高齢者等見守り支援事業 

 

関疵する個別計画 

●第２期大紀町健康づくり計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

 
  

思いやり駐車場（晱場曽庁敷地侜） 
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第６節 社会保障 
［施策担当：住昰課・健康福祉課］ 

晛標とする姿 

社会保障制伵の十分な畔解と活枮を通して、健康で文化的な暮らしを営み、安

心した生活を送ることができる「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●特定健診とがん検診の受診率向上が必要。 

●後期高齢者医療制度の円滑な遀営のため、広域連合との連携強化と地域共生社会に向

けた取組の推逭。 

●地域包括支援センターと各事業所との連携強化が必要。 

●国民年金の制度や仕組みの情報発信、手続きに伴う相談体制の充実。 

●生活保護に至る前の取組や、関係機関との連携が必要。 

 

施策展開 

国昰健康保険事櫤の推進 

生活習慣病等の早期発見やざ释に、特定健康診査ヷ特定

保健指導を実施しており、ほ後も受診料の無料化、ゞ日健

診、ＡＩによる受診勧奨を実施することにより、受診率向

〥を目指し、医療費適正化を推進していきます。 

また、健康に対する正しい知識の普及や自らの健康づく

りの意識向〥に向けて健康教育等を実施していきます。 

後期高疥者医畺制伵の円滑
な運営 

広域連合との連携のもと、高齢者の暮らしを地域全コで

支える「地域共生硋ゟ」に向けた取組と持続可能な医療制

度の運営を推進していきます。 

介護保険制伵の推進 

広域的な連携のもと、ぼ護保険す業計画に基づき、ぼ護

保険す業の適正な運営を図り、総合的な推進コ制を強化し

ます。 

また、地域包括ケアシステムの構築に向け、地域包括支

援センタヸの強化とセンタヸを〶心とした各す業所との連

携を図ります。 

国昰俇櫾制伵の樶発 
国民年金の制度やめ組みの情報発信、手続きにイう碻口

相談コ制の充実を図ります。 

生活保護世帯への支援 

生活保護〭帯の自磏や就労支援に向けて、醫係機醫と連

携し、相談ヷ指導に努めます。 

また、生活困磃者への支援として生活困磃者自磏支援制

度の利用を勧めるなど、醫係機醫と連携し、生活保護に至

る前の取組を行います。 
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主甮事業 

●特定健康診査・特定保健指導の実施・受診率向上のための施策の実施 

●後期高齢者医療制度の円滑な遀営 

●地域包括支援センターの強化 

●国民年金の広報・啓発活動・相談体制の充実 

●生活困窮者への支援 

 

関疵する個別計画 

●第２期大紀町データヘルス計画 

●第３期大紀町特定健康診査等実施計画 

●大紀町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

  

地域暴括支援センター 
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第４章 基曽晛標４ 次世代につなぐ教育・文化のまち 

第１節 保育 
［施策担当：健康福祉課］ 

晛標とする姿 

自然曎かな保育環櫉の中で、子どもたちが健やかに成長し、子どもの感じる、

橢づく、探る、考えるといった櫙昢や関心を引き出す保育環櫉がある「まち」と

します。 
 

晛標に向けた課題 

●保育園と小学校の一層の連携強化が必要。 

●防災訓練・交通安全・防犯教室など体験する機会の促逭。 

●一時保育の受け入れを確保するため保育士の増員を検討。 

●認定こども園への制度移行の検討。 

 

施策展開 

保育環櫉の充実 
保育園へのニヸズの多様化に応えつつ、たくましい心と

コを育む保育環境の充実を図ります。 

保育園施設の整備の充実 
施設の定期点検、必要な修繕及び改修など保育園施設の

整備の充実を図ります。 
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主甮事業 

●保育環境等整備事業 

●保育料・給食費の無償化 

●子どもの発遉支援事業 

●関係機関の連携の強化と、支援にあたる人材の育成 

 

関疵する個別計画 

●第３期大紀町子ども・子育て支援事業計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第２節 学校教育 
［施策担当：教育委員会事昲局］ 

晛標とする姿 

子どもたちが大きな昳を持ち、自暐に羽ばたけるよう櫑育の質の確保とたくま

しい心の成長が促され、元橢で自信に星ちた橯く子どもたちが見られる「まち」

とします。 

 

晛標に向けた課題 

●自主的・対話的で深い学びを実現するために、タブレット等のＩＣＴ機器を効果的に

活用した学習の推逭。 

●少子化に伴う教育課題の解消及び児童生徒の安心・安全の確保の視点により学校の統

廃合の検討を推逭。 

●地震や津波災害や交通安全対策などを想定した実践的な訓練の促逭。 

●地元への関心や理解を深めるための取組の推逭。 

●多様化した課題解決のため、関係機関との連携と人材育成が必要。 

 

施策展開 

学校櫑育の充実 

学力の向〥、豊かなぴ醥性の育成、健康ヷコ力の増進と

個性や創造性をウばすことを基本に、個々に応じた指導方

法の工夫ヷ改善に努めるほか、多文化共生、情報化や郷土

教育など、地域特性や時りの変化に対応した教育内容の充

実を図ります。 

学校施設・設備の充実 

少子化による児磟生徒の減少に応じた望ましい学校規模

の検討のもと、老朽化などに対応した施設ヷ設備などの整

備など教育環境の充実を図ります。また、本に学び、本に

親しむための学校図書の充実を図ります。 

子どもの安全の確保 
各学校において地震ヷ津波などの避難訓練をはじめ、〧

審者対策などの释犯訓練、登〦校時のど通安全対策などを

実施し、子どもの安全の砬保を図ります。 

食育の推進と学校檩食の充
実 

子どもたちが食に醫する正しい知識と望ましい食習慣を

身にやけることができるよう食育を推進します。 

また、安全ヷ安心な学校給食の提供とともに、保護者の

負担軽減として、学校給食費の支援を行います。 

奨学櫾貸暜制伵の橋続と充
実 

ほ後も制度を継続していくとともに、国、県、も市町の

動向を注視しつつ、利用しやすい制度への検討に努めま

す。 
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主甮事業 

●小中学校学習系ネットワーク環境の活用 

●持ち帰り学習の充実化 

●親が家庭教育に関して気軽に相談できる体制整備 

●高等学校等通学費等補助事業 

●地産地消による給食の提供 

 

関疵する個別計画等 

●大紀町教育施策の大綱と教育理念 

●学校施設等長寿命化計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

  

地産地消による檩食 
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第３節 生涯学習・青少年健全育成 
［施策担当：教育委員会事昲局］ 

晛標とする姿 

住昰一人ひとりが自暐に学ぶ機会があり、心曎かな、生きがいのある充実した

人生を送ることができる「まち」とします。 

また、地域で見守られ育まれた子どもや若者が、地域での交畣と暪々な体験を

積み重ねて健やかに成長し、生まれ育った地域を愛する次世代の担い手として活

晵している「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●生涯学習環境の充実のため、社会教育施設に対する情報通信に係る整備が必要。 

●事業を実施している施設の多くが老朽化のため、安全性を考慮した計画的な修繕が必

要。 

●施設利用者の増加に向けた取組が必要。 

●生涯学習やスポーツ少年団等の指導者の多くが高齢化のため、次世代への事業継承対

策が必要。 

 

施策展開 

学習環櫉の充実 
各〭りの学習ニヸズを的砬に把握し、多彩で特色ある生

涯学習プログラムの提供に努めます。 

自主的な学習活佪の支援 

活動場所や成果発表の機ゟを提供するなど学習サヸクル

や醫係団コなどの自〼学習活動を支援します。 

また、図書室の図書などの充実に努めるとともに、読書

活動を推進します。 

さらに、利用者ニヸズへの対応や老朽化を踏まえ、硋ゟ

教育活動の拠点となる硋ゟ教育施設の整備に努めます。 

青少俇活佪の促進 

スポヸツ少年団などの青少年育成団コの活動を支援しま

す。 

また、ＰＣ持ち帰り学習、講演ゟ、相談対応など家庭教

育支援に醫する取組を実施します。 

青少俇育成環櫉の整備 

醫係機醫と連携し、释犯パトロヸルの実施や地域ぐるみ

の硋ゟ環境の浄化を図ります。 

また、教育講演ゟを醡催するなど子育てなどの家庭教育

を支援します。 
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主甮事業 

●老朽化施設の計画的改修事業 

●地区公民館講座事業 

●スポーツ少年団補助金事業 

●スポーツ協会補助金事業 

●青少年育成町民会議補助金事業 

 

関疵する個別計画等 

●大紀町教育施策の大綱と教育理念 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

 

  

生涯学習スポーツ活佪 
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第４節 スポーツ 
［施策担当：教育委員会事昲局・商工観光課］ 

晛標とする姿 

住昰が健康で心曎かに、生きがいを持って生活が送れるよう、それぞれのライ

フスタイルに応じたスポーツ活佪が推進され、スポーツを通じたつながりが地域

の活疄を生み出している「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●施設の老朽化・維持管理に対する対策が必要。 

●指導者の多くが高齢化のため、次世代へスポーツ活動の継承が必要。 

●スポーツ合宿の受け入れ態勢の確保と検討が必要。 

 

施策展開 

スポーツ活佪の普檘促進 

グ民のスポヸツへの醫心を高め、気軽に参加できる環境

づくりを行うとともに、コ育協ゟなど醫係団コと連携し、

スポヸツイベントの充実を図ります。 

また、指導者の砬保ヷ育成に努めるとともに、スポヸツ

少年団をはじめ、各碗スポヸツ団コヷクラブの活動を支援

します。 

櫁橹スポーツの推進とスポ
ーツ大会の暓致 

町内スポヸツ団コ等が醡催する大ゟへの支援をはじめ、

全国大ゟなどへの出場選手の支援、成績優硸者の表彰、著

名なスポヸツ選手などによる講習ゟヷ講演ゟの醡催などに

より、磧技スポヸツの磧技力の向〥を図ります。 

また、醫係団コと連携して、大規模なスポヸツ大ゟの誘

致に取り組み、醡催への協力ヷ支援を行います。 

スポーツ施設の維持・整備 

各碗スポヸツ施設について適正な維持管理を図るととも

に、醫係団コと連携して、スポヸツ施設の活用を進めま

す。 

また、施設などに設置されたＡＥＤの適正な維持管理を

図り、安全砬保のため利用者への周知に努めます。 

スポーツ合宿の暓致 
スポヸツ振興によりスポヸツ合宿の誘致に向けて、〟般

硋団法ぴ 大紀町観光協ゟと連携し民泊等の宿泊施設を活用

した合宿プランの提供など受け入れ態勢を検討します。 
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主甮事業 

●スポーツに親しむ環境づくり 

●スポーツ少年団・スポーツ協会への補助事業 

●競技大会における成績優秀者の表彰・顕彰 

●大紀町シーサイドトレイル開催 

●スポーツ振興のための協議・検討 

 

関疵する個別計画等 

●大紀町教育施策の大綱と教育理念 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第５節 文化・芸術 
［施策担当：教育委員会事昲局］ 

晛標とする姿 

住昰主体の文化・橗術活佪が推進され、橬重な文化財の保存や活枮が図られて

います。 

地域の祭りや行事に参加することで、地域の疧史や伝余に触れて、畔解を深め、

橋承して、後世に伝えることができ、誰もが愛着や誇りを持っている「まち」と

します。 

 

晛標に向けた課題 

●少子高齢化に伴う活動の担い手不足への対策が必要。 

●イベントの実施をコロナ禍前の状態で実施できるようにするとともに、祭りや風習に

ついて、若い世代にも興味を持ってもらう施策が必要。 

●歴史や文化、祭りや風習など大紀町の財産を次世代につなげるため、主に児童生徒や

町民全体に向け、地域の歴史や伝統に触れる機会の創出が必要。 

 

施策展開 

文化・橗術活佪の推進 

文化ヷ芸術団コの創ズ活動への支援を図るとともに、成

果発表の機ゟを提供するなど文化ヷ芸術活動の活性化を促

進します。 

また、優れた文化ヷ芸術に触れるため、演奏ゟ、演芸

ゟ、美術展、講演ゟなどのゖ画ヷ醡催に努めます。 

世界遺産模晭古併の保存と
橋承 

地域グ民や地元ゖ業などと連携した、〭界遺産熊野古道

の保存と継承に努めるとともに、児磟生徒やグ民の〭界遺

産熊野古道に対する理解を深めます。 

また、古道周辺の危険箇所の整備など古道の維持ヷ保全

に努めます。 

文化財の保存と活枮 

文化財調査委員ゟ及び民醥団コ等と連携し、文化財など

の適切な保存に努めるとともに、本町に醫係する歴史資料

や文化財の収集ヷ調査砅碱に努めます。 

また、郷土学習やゖ画展の醡催など文化財の活用を図り

ます。 

さらに、地域におけるァ統芸能やァ統行すなどへの支援

を行います。 

地域の祭りや風習の橋承 
ＳＮＳ等のデジタルツヸルを活用し、特に若い〭りに対

し碥極的に情報発信を行い、地域の硞りや風習を知るヷ触

れる機ゟを創るためのめ組みづくりの検討を行います。 
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主甮事業 

●町指定文化財保護補助事業 

●文化団体補助事業 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第５章 基曽晛標５ 人の活疄を生む産業のまち 

第１節 農業 
［施策担当：農疈課］ 

晛標とする姿 

安全・安心・新鮮な俘畜産物を安定して提檽する昤疄ある俘櫤の実現に向けた

取組が積櫧的に進められています。地産地消の推進や情暶発信疄が高まり、ブラ

ンド疄など地域佽性が生かされた俘櫤が盛んな「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●近年の農業においては、高齢化と人手不足により耕作減や耕作放棄地が増加しており、

農地中間管理機構等を利用し解消していく必要がある。 

●農業用水路の未整備箇所が多く残っている。また、老朽化した施設の維持・補修に多

大な経費及び農家の負担がかかっていることから、順次、施設の整備・改修・補修を

行っていく必要がある。 

●高齢者の中には長年の経験により培ってきた技術を持つ名人や匠がたくさんおり、こ

の技術を受け継ぐための後継者不足の解消が必要。 

 

施策展開 

俘櫤生産基盤の櫋化 

農地〶醥管理す業を活用した〶核的農業者の経営の拡

大、農地集碥を奨励するとともに、農業改良普及センタヸ

などと連携し、営農技術の指導や砅修ゟへの参加を促し、

農業経営の改善を図り育成に努めます。 

また、農地の持つ生産機能と公益性を十分に活用できる

よう農業振興地域整備計画などの見直しに基づき、高収益

農業に向けた優良農地の保全と農業生産基盤整備に努めま

す。 

後橋者・担い手の育成 

農業後継者や新規就農者の技術習得などへの支援を行う

とともに、安定した経営に向けた各制度の有効利用の指導

に努めます。 

また、就農希望者や砅修生の受け入れコ制の整備など後

継者ヷ担い手の育成支援などを展醡します。 

耕作暿棄地対策の推進 

耕ズ放棄地の発生を抑制するとともに、既存の耕ズ放棄

地については、利用意向調査に基づく利用区分を行い農地

〶醥管理機構等も碥極的に利用し、農地の活用を図りま

す。 



 

75 
 

畜産橹術の橋承 

畜産については、松采牛の生産のため素牛導入時に係る

費用の〟部を補助し、肥育農家の経営をサポヸトすること

により、肥育農家の活性化に繋げ、後継者の育成及び増加

と技術のァ承を促進します。 

俘産物の佽産品開発 

農産物の特産品や商品の醡発、６次産業化の砬磏を支援

します。また、農業産品を利用した特産品の加工施設の整

備や醡発支援により、高や加価値化と農業所得の向〥〳び

に雇用の砬保を図ります。 

安全・安心への取組 

「みえの安心食材」や「ＧＡＰ 認証制度」の普及促進と

ともに、化学農薬ヷ化学肥料の使用削減による環境負荷の

ク減を促進します。 

また、地域の農産物を直売するなど地産地消を推進しま

す。 

暊害鳥獣対策の推進 

释護柵設置や駆除などへの助成など、地域と連携した有

害鳥獣対策の推進を図るとともに、農業改良普及センタヸ

と連携した被害释止砅修などを実施します。 

また、大紀町猟友ゟの協力により害獣の追い払いや捕獲

などを行います。 

 

主甮事業 

●大紀町耕作放棄地再生事業支援金 

●大紀町農地管理事業支援金 

●農業基盤整備事業 

●松阪牛導入支援事業 

●防護柵設置や有害駆除等への助成 

 

関疵する個別計画 

●大紀町鳥獣被害防止計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第２節 疈業 
［施策担当：農疈課］ 

晛標とする姿 

森疈の持つ多暪な機俕を保全するとともに、森疈の暊効活枮に向けた整備が進

められています。橑画的に整備された森疈があり、災害に櫋く安心して生活が営

めて、身櫽に自然と触れあえる留山がある「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●森林面積が多く急峻な地形が多いため、施業困難地の森林整備及び所有者不明の森林

整備が必要。 

●少子高齢化による林業従事者が不足しているため、若い世代への専門的技術の継承と

人材不足の解消が必要。 

●ＩＣＴ技術の活用やスマート林業機器の導入などにより、施業の効率化が必要。 

●稼げる林業へシフトするため、施業の効率化や地元材のブランド化、販路の拡大など

が必要。 

●里山の保全のため、危険木・渓流倒木の撤去が継続的に必要。 

  

施策展開 

森疈整備の推進 

森林組合をはじめ、林業す業コ、森林所有者と連携し、

醚期的な施業コ系のもとに育林を碥極的に実施するととも

に、造林ズ業の省力化とズ業員の安全砬保を目的としたス

マヸト林業を推進します。また、クコスト造林、広葉樹林

の整備及び獣害対策を推進します。 

さらに、森林の公益的機能の維持増進を図るため、荒廃

山林の増加を抑制するとともに、保安林の指定を促し、災

害の未然释止の観点から、治山す業を推進します。 

疈櫤橊営基盤の整備 

林道などの新設や既存林道の維持ヷ管理を図るととも

に、山林境界の明砬化と森林ＧＩＳを活用した森林管理の

効率化に努めます。 

また、森林組合を〶心として育林技術の改良や小規模所

有者などの集約化を進め、効率的な施業コ制の砬磏を図り

ます。 

さらに、森林の施業やズ業路網整備、木材の販売など総

合的に提案し、森林管理ができるぴ材の育成に努めます。 
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主甮事業 

●森林環境譲与税事業 

●みえ森と緑の県民税事業 

●森林総研分収林造林事業 

●森林環境保全直接支援事業 

●林遈整備事業 

 

関疵する個別計画 

●大紀町森林整備計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第３節 水産業 
［施策担当：水産課・商工観光課］ 

晛標とする姿 

檷櫤収侸向上のため檷櫤者による檹価向上に向けた６次産櫤化の取組により地

域水産物の付加価値化が進められています。また、海と川において、県侜外から

多くの暔檷者が曍れる、檷櫤と観光との疵橂が図られた、活橢のある水産櫤の

「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●海岸環境施設の維持管理や施設改修による安全性の確保が必要。 

●地元魚介類を使った商品開発、積極的な販路拡大や消費拡大の取組が必要。 

●高齢化による漁業者減少の対策と新規漁業就労者に対する充実した支援策が必要。 

 

施策展開 

水産資源の確保 

適切な漁場の管理と漁業碗ごとの資源管理に醫する取組

や、つきいそ漁業により整備された増殖場ヷ漁砾を活用し

た碗苗放流による漁獲の安定化を図ります。 

また、〤重県内の魚類養殖業者で構成される〤重県海水

養魚協議ゟ及び県漁連と連携を強化して、魚価や品質に優

れた魚を生産し、ブランド力の向〥を図ります。 

所佺向上に向けた施策の展
開 

醫係機醫との連携により、漁獲物のや加価値の向〥策

と、直売など流通ルヸトの見直しなど、産地魚価の安定と

消費拡大を進めます。 

また、施設ヷ設備の老朽化に対応した整備や漁業の近り

化と経営の合理化の支援を図ります。 

担い手の育成・組織の櫋化 

特定地域づくりす業協同組合制度を活用して、地域内の

めすを組み合わせて年醥を通じためすを創出し、ＵＩＪタ

ヸンの受け皿にすると同時に地域の担い手の砬保を図りま

す。 

また、〤重外湾漁業協同組合の経営基盤の強化、組合組

織の充実を支援します。 

水産加工櫤の振櫙 

漁業者による６次産業化の取組や、魚類養殖す業者と〤

重漁連との連携による水産物のブランド化、加工品の高や

加価値化ヷ販路拡大など流通加工コ制の強化に対し支援し

ます。 

檷港などの整備 
適切な漁港環境施設の整備を進めるため、漁港管理者の

〤重県と連携し、施設の醚寿命化を図るとともに、新鮮で

安全な水産物を届ける産地市場を目指す取組を進めます。 
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檷櫤と観光の疵橂 

海と川を観光資源とし、都市グ民とのど流促進に向けた

施設の整備や、民泊等を活用した受け入れコ制を検討しま

す。 

また、豊かな自然環境や漁村特有の地域資源を活かした

海業の振興にも取り組み、漁業コ験等によるど流、特産品

醡発、遊漁船との連携等、水産業の活性化に観光的な要素

を取り込み連携することで水産業が抱える課題解決に取り

組みます。 

 

主甮事業 

●漁業活性化対策事業 

●県単沿岸漁場整備事業 

●水産物特産品開発事業 

●大紀町ブランド認定事業 

●農林漁業体験民泊支援事業 

●ぶりまつりへの支援 

●特定地域づくり事業 

 

関疵する個別計画等 

●浜の活力再生プラン（第２期） 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第４節 商工業 
［施策担当：商工観光課・農疈課・水産課］ 

晛標とする姿 

町の佽産品の創出や情暶発信などにより、観光と疵橂した販俼疄や櫁争疄が向

上し、その相乗効果として、にぎわいと活橢を生み出す「まち」とします。 

既存企櫤の活性化や新たな産櫤開発などの促進が、地域活疄の向上と雇枮の場

の確保を生み出す元橢な「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●地場産品の知名度向上のため、効果的な情報発信が必要。 

●ふるさと納税返礼品として、農産物や加工品等を掘り起こしていく必要がある。 

●地域商店や企業の活性化につながる施策が必要。 

●雇用創出と地域活性化のため、戦略的な企業誘致活動の検討が必要。 

 

施策展開 

地場産櫤の振櫙 

農林水産業と連携した特産品の醡発ヷ販売を促進すると

ともに、ＳＮＳ等を活用したＰＲの強化などに取り組み、

大紀ブランド認定す業による商品醡発の促進と販路の拡大

を図ります。 

また、地場産業に醫連する振興を図るため、醫連施策に

ついて調査ヷ検討を行うとともに、砅修ゟなどを醡催し、

ぴ材の育成と技術指導を図ります。 

引き続き、ふるさと納碎の返硊品により地場産品の知名

度の向〥を図ります。 

橊営体制櫋化への支援 

大紀町商工ゟなどと連携し、消費者ニヸズに対応できる

商品のリサヸチ、経営管理など経営技術の向〥や町内消費

拡大に向けため組みを検討します。 

また、各分野の既存ゖ業への新技術導入などの支援に努

め、経営の安定化を促進します。 

新橪企櫤の畞地促進 

新たなゖ業の誘致を進めるため、メリットをより多くや

〨するなど、磏地しやすい環境づくりに努めます。 

また、醫係機醫との連携のもと、ゖ業誘致活動を展醡

し、新規ゖ業の磏地促進ヷ支援に努めます。 

 

 

 

  



 

81 
 

主甮事業 

●大紀ブランド認定事業 

●農山漁村交付金地域活性化事業 

●特産品販路拡大、新商品開発事業 

●漁業活性化対策事業 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

 

  

大橨町の食材を使った限定メニュー 
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第５節 観光 
［施策担当：商工観光課］ 

晛標とする姿 

住んでいる人も曍れる人も快適で楽しい時間が畣れており、町侜外ともに知昽

伵の高い「まち」とします。 

また、曎かな自然資源・俘疈水産櫤・俘山檷村の生活文化・地域産櫤を活かし

た観光を推進します。 

 

晛標に向けた課題 

●町営観光施設の利活用について再検討する必要がある。 

●自然体験プログラムの充実や、民泊等、町内宿泊施設やキャンプ場、地域団体との連

携強化が必要。 

●町内外に向け本町の観光名所を知ってもらうための情報発信が必要。 

●大紀町観光協会の役割を明確化し、観光資源を有効活用するための計画策定が必要。 

●瀧原宮周辺の観光振興についての検討が必要。 

●地域イベントや行事を復活させることが必要。 

●農山漁村である本町の特色と魅力を活かすための人材の育成が必要。 

 

施策展開 

観光振櫙体制の櫋化 

観光協ゟなどと連携し、多様化する観光客のニヸズに対

応した町の観光振興についての基本方釘などを検討し、豊

かな地域資源を活用したコ験型集客ど流を進めることによ

り、農山漁村振興を観光振興とギ置づけ、魅力ある集客ど

流圏の形成を図ります。 

また、ＳＮＳ等を活用した情報発信による観光振興、す

業者の支援などによる産業振興に取り組みます。 

世界遺産模晭古併を活枮し
た観光・交畣の促進 

る和６年に〭界遺産登酇 20 周年を迎える熊野古道を現

りの巡硊の道として「歩き旅」を象徴的なイメヸジとしな

がら、様々な目的で多くのぴ々が訪れ、それが地域の活力

となるような取組に努めます。 

また、熊野古道を〭界に誇る財産として保全し、次〭り

へつなげるために、持続可能な保全コ制を構築していきま

す。 

俘山檷村の観光地としての
昤疄の向上 

海、山、川の豊かな地域資源を活用した自然コ験や地場

産品の加工コ験など、本町ならではの様々なコ験メニュヸ

の充実を図り、四季を通じて楽しめるコ験型集客ど流の推

進を図るとともに、民宿ヷ旅館、キャンプ場などへの宿泊

客の誘致に努めます。 
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情暶発信の櫋化 

観光協ゟと連携し、碥極的な観光ＰＲ活動を推進すると

ともに、ＳＮＳやホヸムペヸジ等を活用した観光名所への

誘導や宿泊施設の紹ぼなど情報発信に努めます。 

また、醫係機醫や隣接市町と連携して広域的観光ルヸト

の砬磏と情報発信を図ります。 

各種イベントの充実 

観光コヸディネヸタヸなどの起用を検討し、自然コ験型

観光イベントやコ験砅修の充実を図ります。 

また、農林水産業と連携した産業コ験イベントの充実を

図るとともに、大紀町ふれあいまつりをはじめとする地域

イベントやァ統芸能などの行すを支援します。 

 

主甮事業 

●農林漁業体験民泊等宿泊事業者支援事業 

●三重県子ども農山漁村ふるさと体験事業 

●グリーンツーリズム促逭事業 

●インバウンド促逭事業 

●三重まるごと自然体験事業 

●大紀ブランド認定事業 

●邴市・農山漁村地域連携による子供農産漁村交流推逭支援事業 

 

関疵する個別計画 

●第一次大紀町観光振興計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第６節 雇枮・就疾 
［施策担当：総昲企画課・商工観光課］ 

晛標とする姿 

暪々なニーズにあった佩き曀ができる環櫉整備を進め、一人ひとりが健康でや

りがいのある雇枮の場を確保し、ワークライフインテグレーションを実現した暮

らしのできる「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●若者が地元で働ける雇用の場を創出することが必要。 

●労働条件の向上促逭など働きやすい環境づくりを促逭することが必要。 

●新たな企業の誘致を推逭するため、企業が求める条件を調査し、立地しやすい環境作

りが必要。 

●高齢者、女性、障がい者の雇用機会の確保が必要。 

  

施策展開 

若者の雇枮の場の確保 

若者の定グ化を図るために、ハロヸワヸクなどの醫係機

醫と連携し、魅力ある職場環境の整備促進や若者が地元で

働ける雇用の場を砬保し、新しい発想と感性を備えた新規

す業者の育成を図ります。 

また、都市部からの定グヷ碉グを促進するため、農林水

産業の就業コ験や碉グ相談の実施による農林水産業への就

業ＰＲとともに、ゖ業誘致や地場産業とリンクさせた産業

の掘り起こしや育成を図ります。 

雇枮の促進と佩きやすい環
櫉づくり 

ハロヸワヸクなどの醫係機醫と連携して、高齢者、女

性、障がい者が年齢や適正、能力に応じた雇用機ゟの砬保

に向けた取組を進めます。 

また、す業者が雇用しやすいような環境づくりを進める

ため、労働条ゑの向〥やワヸクライフインテグレヸション

の実現に向けたす業所への支援を行います。 

さらに、醫係機醫、す業者などと連携し、外国ぴを含め

労働者が地域で働きやすい多様な生活環境の充実を促進

し、雇用の砬保を図ります。 

橭櫤・創櫤支援と企櫤暓致
などの推進 

町内で起業を希望する方に対する起業ヷ創業支援につい

て検討するとともに、ゖ業誘致による雇用の場の砬保に努

めます。 

また、新型コロナウイルスの影響により普及が進んだテ

レワヸク等を活用したワヸケヸションなどの誘致対策の検

討を行います。 
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主甮事業 

●三重県移住・就業マッチング支援事業 

●移住定住促逭事業 

●地域おこし協力隊推逭事業 

●邴市圏での移住相談会の開催 

●特定地域づくり事業 

●新規就農者支援事業 

 

関疵する個別計画等 

●第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略 

●地域再生計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

 

  

就櫤体験 
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第６章 基曽晛標６ みんなで創る参画と協働のまち 

第１節 協働のまちづくり 
［施策担当：総昲企画課・教育委員会事昲局］ 

晛標とする姿 

住昰・地域・事櫤者などと行政がそれぞれの晱割と責侼を果たし、佺意とする

俕疄や知樽を出し合い櫄疄することで、地域社会が暽える課題を解決できる疄を

備えた「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●あらゆる行政の取組に対し、住民が参画しやすい環境づくりが必要。 

●ボランティア活動を継続し、地域の活性化に繋げるため、活動団体の育成及び遀営に

係る支援の充実が必要。 

●高齢化や人口の減少により、団体や組織の活動が困難になりつつあるため、活動の担

い手不足の解消が必要。 

●各戸への郤布物や回覧、アンケート調査や公共施設の予約などＩＣＴを活用した取組

が必要。 

 

施策展開 

住昰参画の充実 

各碗行政計画等の策定に際し、政策形成過碌からグ民が

参画できる環境づくりを推進します。 

また、文化行すやイベント、まつり等のゖ画ヷ運営など

へのグ民の参画ヷ協働を促進します。 

広暶・広聴活佪、情暶公開
の充実 

広報紙、ホヸムペヸジヷＳＮＳやＣＡＴＶでの行政放送

などを通じた行政情報発信の充実を図ります。 

また、行政報告ゟの醡催や各碗アンケヸトの実施など広

聴活動の充実を図ります。 

さらに、適正な情報公醡制度の運用を図り、情報公醡の

円滑な対応に努めます。 

住昰団体、ボランティアな
どの育成・支援 

多様なグ民団コヷボランティアヷＮＰＯなど各碗グ民団

コの自〼的な活動を支援します。 

また、ボランティア活動などに参加しやすい環境づくり

やボランティアのマッチングを支援します。 
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主甮事業 

●ボランティア活動育成補助事業 

●婦人会補助事業 

●デジタル田園邴市国家構想交付金事業 

●デジタル活用支援推逭事業 

●高齢者スマートフォン教室 

 

関疵する個別計画等 

●第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

  

ボランティア活佪 
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第２節 コミュニティ活動 
［施策担当：総昲企画課］ 

晛標とする姿 

櫽所の顔が見える基礎的コミュニティを中心に、住昰主体による地域の佽性を

生かした活佪を行うことで地域の疄が確保され、住昰が地域への愛着と誇り、人

と人とのつながりを実感できる「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●地域社会を支えてきた自治会・組などの地域コミュニティの活動の低調化、役員等の

担い手不足等により共同体としての機能が低下しており、地域の連帯感が希薄化しつ

つあるため、地域コミュニティ活動の活性化を図る取組が必要。 

●多様な人が参加したくなるような活動の場を提供し、新たな取組を逭めることが必要。 

●地域の取組で活躍している団体や人材が活動しやすい仕組みづくりが必要。 

●地域活動での活躍を知ってもらうため、活動している団体や人材について積極的な情

報発信が必要。 

 

施策展開 

コミュニティ意識の高暥 

コミュニティの重要性、コミュニティ活動の状況などに

ついての広報ヷ啓発活動を行い、地域活動をはじめ、各碗

行すやボランティア活動への参加を促進します。 

また、コミュニティ活動に必要な情報提供や地域リヸダ

ヸの育成を図ります。 

地域活佪の活性化支援 

自〼释災組織の育成や释犯ヷど通安全活動、見守り活動

や子育て支援活動など様々な地域活動への支援の充実を図

ります。 

また、自治ゟ活動への支援とともに、地域グ民の活動拠

点となる施設などの整備ヷ支援を行います。 
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主甮事業 

●地域イベント等支援事業 

●ボランティア活動育成補助事業 

●集会所等整備・改修事業 

●防災の日遪難訓練 

●子育て等支援事業 

 

関疵する個別計画 

●大紀町公共施設等総合管理計画 

●大紀町子ども・子育て支援事業計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

  

自主曪災活佪 
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第３節 人権・男女共同参画 
［施策担当：総昲企画課・住昰課・教育委員会事昲局］ 

晛標とする姿 

男女が互いに尊重し合い、意思決定を含む対何な社会参加が保障され、それぞ

れの個性と俕疄を平何に発揮することで、ともに仕事・家庭・地域活佪にいきい

きと参画している「まち」とします。 

また、性のあり曀や俇疥、障がいの暊昴、出身地や国籍などに関わらず、多暪

な価値観を便め合い、すべての人の基曽的人権が尊重されている「まち」としま

す。 

 

晛標に向けた課題 

●継続的に学校での人権教育や町の行事など機会を捉えた啓発活動が必要。 

●様々な文化的背景や価値観を持った人たちが、ともに暮らす現代社会の変化に対応し

た啓発活動が必要。 

●制度上の男女共同参画ではなく、実際の場面において社会参画することができる社会

形成への取組が必要。 

 

施策展開 

人権櫑育、人権樶発の推進 

性のあり方や年齢、障がいの有無、出身地、国籍などに

醫わらず、多様な価値観を認め合うすべてのぴの基本的ぴ

権を尊重していくためのぴ権教育、ぴ権啓発を推進しま

す。 

また、高齢化ヷ情報化のほか、多様なぴ権課題など、硋

ゟ状況の変化による新たなぴ権問題に対応するための啓発

などを推進します。 

男女櫂佫参画の社会環櫉づ
くり 

誰もが等しく自分らしい生き方が実現できる男女共同参

画硋ゟの実現に向け、男女の醥での意識の差や固定観念を

解消する広報ヷ啓発活動を行います。 

また、豊かで活力ある硋ゟの実現に向け女性の活躍、政

策や方釘の決定の場への男女参画を図るとともに、ワヸク

ライフインテグレヸションなどの普及促進などを行いま

す。 

さらに、ＤＶなど、あらゆる暴力の释止についての啓発

を図ります。 

人権相談体制の充実 

ぴ権擁護委員、行政相談員、民生委員ヷ児磟委員による

相談とともに、弁護士などによる専醛的な相談機ゟの充実

と周知を図ります。 

また、醫係機醫と連携し、虐待、様々なハラスメントの

相談ヷ支援コ制の充実を図ります。 
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主甮事業 

●大紀町人権施策基本方針に基づく、人権教育、人権啓発、相談事業 

●大紀町人権教育研究協議会事業 

●開かれた学校づくり推逭事業 

 

関疵する個別計画等 

●人権が尊重される大紀町をつくる条例 

●「人権尊重の町」宣言 

●第２次男女共同参画基本計画 

●女性活躍推逭法に基づく大紀町特定事業主行動計画 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第４節 交畣、移住・定住 
［施策担当：総昲企画課・商工観光課］ 

晛標とする姿 

幅広い住昰の交畣は地域の活性化や人材育成につながり、まちの昤疄と価値観

を高めることから、関樲人口・交畣人口の増加につながる選ばれる「まち」とし

ます。 

 

晛標に向けた課題 

●移住希望者のニーズに合った情報の提供や、情報発信手段等に関する業務に対応でき

る体制づくりが必要。 

●本町に幾度となく赴いてもらうための魅力が発信できる仕組みづくりが必要。 

●交流人口の増加に対応できる受け皿や環境整備の推逭が必要。 

●さらに増加すると予想される空き家を有効活用するため、空き家の新たな利用方法等

の検討が必要。 

●地元の人が学卒後、地元に残りたくなる魅力づくりや仕事などの受け皿等の環境整備

が必要。 

 

施策展開 

国侜外との多暪な交畣の推
進 

町外在グの本町出身者とのど流などを通じて、本町の活

性化を促進するためのす業を推進します。 

またＡＬＴによる外国語教育や外国語講座の充実を図

り、国際的視野を持つぴ材の育成、国際ど流団コによる国

際ど流活動を促進します。 

定住・移住対策の推進 

ＵＩＪタヸン希望者への情報提供や相談碻口など総合的

な支援コ制を構築するとともに、碳き家バンク制度を推進

し、碳き家の有効活用を図ります。 

また、農林水産業での就業相談、就業コ験の実施ととも

に、碳き家を活用したお試しグ宅などを新設し、就業コ験

など受け入れコ制の充実を検討します。 

さらに、地域おこし協力隊などのぴ材砬保を図ります。 

加えて、ず地域居グ、ワヸケヸションの誘致に向けた対

策を検討するとともに、教育機醫との連携や誘致に取り組

みます。 

町の昤疄を積櫧的に発信 

本町の魅力を再砬認するとともに、本町の魅力をＳＮＳ

で碥極的に発信することにより、ど流ぴ口の拡大や地域経

済の活性化に向けた取組を推進します。 

また、訪れたぴ々が本町の魅力に触れ、地域で活躍する

グ民と直接ど流することにより、本町への碉グに繋げてい

きます。 
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主甮事業 

●南邪地域活性化基金事業 

●空き家バンク制度 

●邴市圏での移住相談会開催 

●三重県移住・就業マッチング支援事業 

 

関疵する個別計画等 

●第２期大紀町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

●地域再生計画 

 

ＳＤＧｓの視点 

 

 

 

 

 

 

  

移住相談会 
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第５節 行財政経営 
［施策担当：総昲企画課］ 

晛標とする姿 

檜速に進展する人口減少から将甿において町が行政サービスを提檽するための

橊営資源が大きく制晲されることを前提として、櫤昲の徹底した見直しやＤＸ化

に伴め、橑画的で効畝的な行財政運営を図ることにより、住昰から信枮・信畁さ

れた行政運営が行われている「まち」とします。 

 

晛標に向けた課題 

●住民の満足度を向上させるため、限られた経営資源を有効活用する効果的な行財政遀

営や、多様化する住民のニーズに応えられる人材の育成が必要。 

●社会保障関連経費や公共施設の維持管理経費の増加、施設の改修などにより、一般財

源の不足や財政の硬直化への対応が必要。 

●起債事業を厳遥し、交付税措置などを勘案した有利な地方債を活用することにより、

効率的な公債管理の推逭が必要。 

●地域資源を活用した地域経済の発展や、広域連携による一体となった経済成長に向け

た取組が必要。 

●使われなくなった公共施設の再利用、有効活用を検討するとともに、防災・安全対策

において取り壊しが必要な施設は解体・撤去等の検討が必要。 

 

施策展開 

行財政改革の推進 

計画的ヷ効率的な行財政経営に向け、経費全般について

の見直しをはじめ、外部委託等による民醥活力の活用、す

務す業の見直し、す業の重点化ヷ差別化など行財政改革を

推進します。 

また、将来の財政負担の軽減を図るため、公共施設の適

切な維持管理を行います。 

職員の俕疄向上 

ぴ材育成基本計画に基づく砅修などにより、職員の資質

向〥を図ります。 

また、職員の能力醡発を図るため、ぴす評価制度の円滑

な運用を図ります。 
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財源確保檘び暊効活枮 

受益者負担の原則に基づく使用料ヷ手数料の見直し、町

碎を含めた収納率の向〥や維持管理コストの縮減などに努

めます。 

また、納碎者の利便性の向〥を図るため、オンライン決

済等の利用を検討し、滞納释止や滞納整理を推進します。 

さらに、町有財産の有効活用、ふるさと納碎制度などに

よる自〼財源の砬保を促進させるとともに、国の経済対策

等の動向を注視し、国ヷ県の各碗補助制度の有効活用を図

ります。 

広域行政の推進 

グ民ニヸズに対応したサヸビスの提供の継続に向け、広

域行政の点検のもと、広域行政の効率化を推進します。 

また、既存の広域行政のほか、広域的な対応が効果的な

施策ヷす業について、様々な分野で広域連携を検討しま

す。 

 

主甮事業 

●行政改革の推逭 

●事務事業の見直し 

●財政状況の分析と活用 

●公共施設の遚切な維持管理 

●町有財産の有効活用 

●広域連合、一邪事務組合などによる広域的な事業の実施 

 

関疵する個別計画等 

●大紀町財政書類の公表 

●大紀町固定資産台帳の公表 

●大紀町の給与・定員管理等についての公表 

●公共施設総合管理計画 

●大紀町指定管理者制度導入に係る方針 

 

ＳＤＧｓの視点 
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第１ 総合計画策定の経過 
 

１ 大紀町総合計画審議会経過 

 
年  月  日 事   項 内   容 

令和５年１２月２２日 諮   問 
・総合計画審議会会長に諮問書

提出 

令和５年１２月２２日 第１回総合計画審議会 

・総合計画について 

・総合計画審議会について 

・総合計画基本構想（案）の審

議 

令和６年１月２６日～ 

令和６年２月８日 
全町民 ・パブリックコメント実施 

令和６年２月１５日 第２回総合計画審議会 

・パブリックコメントの結果に

ついて 

・総合計画基本計画（案）の審

議 

令和６年２月２８日 答   申 
・総合計画審議会会長より答申

書の提出 
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２ 諮晣 

 
⼤紀斢第 ８４９ 号 

 
 
⼤紀町斢合計画審議会 会 ⻑  様 
 

⼤紀町斢合計画基本計画について（諮問） 
 
 

⼤紀町斢合計画を策定するにあたり、⼤紀町斢合計画審議会条例第２条の規定に基づき、
貴審議会の意見を求めます。 
 
 
 
 

令和５年１２月２２日 
 

⼤紀町⻑ 服 部 吉 旆 
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３ 答申 

 
令和６年２月２８日 

 

 

大紀町長 服 邪 吉 人 様 

 

大紀町総合計画審議会 

会 長  伊藤 重樹 

 

 

答 申 書 

 

 

令和５年１２月２２日付け、大紀総第８４９号で諮問のありました大紀町総合計

画（案）について、慎重に審議した結果、概ね遚当と認められるので答申します。 

 なお、計画の実施にあたっては、次のことに十分郤慮されるよう要望します。 

 

記 

 

１．計画の実行について 

本計画のまちづくりの３つの基本的視点を踏まえた施策・事業の展開を図り、

まちの将来像「光と水と緑が輝き 笑顔をつくるまち たいき」の実現を着実に

逭めていくことを要望します。 

 

視点１「「安全・安心」を基本に、豊かな自然と調和した快遚なまちづくり」 

生活の基盤の確保に向けて、令和６年１月１日に発生した能登半島地震にお

ける各種の災害対応等を踏まえ、南海トラフ巨大地震の発生に対する備えを万

全としていただくよう要望します。 

 

視点２「「次世代につなぐ」基盤を固め、持続可能なまちづくり」 

人口減少、少子化対策を着実に逭めるとともに、持続可能なまちへ向けて地

場産業の活性化や働く場の創出、人づくりを推逭するよう要望します。 

 

視点３「「みんなで創る」心の豊かさを実感できるまちづくり」 

本町の大きな課題である人口減少に対し、人口減少をできる限り鈍化させる

よう様々な施策を逭めるとともに、町民と行政、企業等が手を取り合って協働

を逭め、心の豊かさが実感できるよう要望します。 
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２．計画の周知について 

本計画の方向性等については、町民の理解と情報の共有を図り、積極的な協働

が逭められるよう周知に努めていただくよう要望します。 

 

３．計画の逭行管理 

本計画の逭行にあたっては、今後の国や県の動きについて正確でスピード感の

ある情報収集を図るとともに、施策・事業の評価・検証を通して、まちづくりへ

の思いが町民と行政において乖離しないよう努めていただき、活力のあるまちと

なるよう要望します。 
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第２ 大紀町総合計画審議会条疘 
 

○大紀町総合計画審議会条例 

平成24年６月14日条例第10号 

改正 

令和３年３月25日条例第２号 

大紀町総合計画審議会条例 

（設置） 

第１条 本町の総合計画に関し必要な調査及び審議をするため、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第138条の４第３項の規定に基づき、大紀町総合計画審議会（以下「審議会」という。）を

置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画に関する必要事項について調査審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。 

(１) 知識経験を有する者 

(２) 町の区域内の公共的団体等でその団体等の推薦を得た代表者 

(３) 町の議会議員 

(４) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、町長の諮問にかかる総合計画が確定した日までとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互遥によって定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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３ 審議会の議事は、出席委員の遃半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（委員以外の者の出席） 

第７条 審議会は、専門事項について特に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を求めることができる。 

（資料の提出等） 

第８条 審議会は、必要に応じ、町に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の遀営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月25日条例第２号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第３ 総合計画審議会委員昽暰 
 

■大紀町総合計画審議会 

 
（順不同 敬称略） 

委員氏名 所属団体及び役職等 備考 

伊藤 重樹 大紀町教育委員 会 長 

北川 伸子 大紀町婦人会 会長 副会長 

奥川 拓 大紀町商工会 会長 委 員 

谷口 遉也 大紀町消防団 団長 委 員 

中村 政子 民生児童委員 会計監事 委 員 

小倉 伸也 七保区長会 会長 委 員 

上村 勇 滝原区長会 会長 委 員 

小野 賢二 阿曽区長 委 員 

西村 公伸 錦自治会 会長 委 員 

山添 茂樹 柏崎連合町内会 会長 委 員 

大西 哲二 大内山区長会 代表区長 委 員 
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第４ 枮語解説 
 

あ⾏ 

■ＩＣＴ剝育 
従勵のアナログ扊劚で⾏っていた剝戞に、デジタルや IT テクノロジーを拗入することにより、僆

いの刏勷を合わせてより拖い剝戞を⾏う剝戞⽅法のこと。到⼦⿊偺やプロジェクターの拗入やタブ
レットなどの到⼦通勼務扙などを剹⽤して⾏う剝戞⼿法 

■勂き初バンク 
勂き初の傸貸⼜は刉却を傩扬する⼈から扩し券みを刃けた刵剅の剈刔を勂き初の刏⽤を傩扬する

⼈に紹扈する勧度 

■アセットマネジメント 
資勩拻理。資勩の勔扵を的剾に把候し、劧勥な更新と拙修を適割に刢み合わせて資勩を維创拻理

する扸刢み 

■インフラ 
インフラストラクチャーの傎。⽇々の⽣剹を刣える刼盤（下部拧戝）のこと。勗劗劇勳、ガス・

刍删、删戢・拓戢、到刋・到勴など。 

■インバウンド 
勭国⼈が抶れてくる傯⾏のこと。⽇本への抶⽇勭国⼈傯⾏または抶⽇傯⾏という。 

■Ｌアラート 
Local alert。「災势剈刔劗剻システム」の登扎勏標刷称であり、市町刾が発勼した災势時の避戚刦

剘など地戦の勣全・勣則に関するきめ細かな剈刔をテレビやインターネットなどの事業者と劗剻し、
かつ剗く地戦剫⺠に迅扠かつ打劾的に剖房することで、扠やか避戚の実勶と災势の拯刬につなげる
もの。别勲刚が僁及・刏剹⽤を傌勺し、⼀般拉剄法⼈マルチメディア扽抰センターが剞剔。 

■温室効創ガス 
地功を勚り僲く⼤勴が戲傘から刃ける熱を保创し、⼀定の偣度を保つ扸刢みのことを偣抂打創と

いいます。偣抂打創ガスは、⼤勴中に拡偶された偣抂打創をもたらすガスのこと。地功偣暖化対列
抙勺法では、剎偔化炭素、メタン、⼀偔化剎窒素、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフル
オロカーボン（PFCs）、六ふっ化硫⻩、勫ふっ化窒素。 
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か⾏ 

■カーボンニュートラル 
偣抂打創ガスの僛出截と吸劓截を均衡させること。 

■革新的イノベーション 
既抑のものに新しい勒战や⽣勩体拀を⽤いて新たなもの（剒扛）を⽣み出すこと。 

■関劂人剶 
戔剫した「定剫⼈剶」でもなく、抺扄に勵た「剦勊⼈剶」でもない、地戦や地戦の⼈々と刭扞に

関わる⼈々のこと。⼈剶刬劮や⾼齢化により、地戦づくりの叕い⼿が勘拒している地戦においては、
「関劂⼈剶」として地戦勭の⼈材に地戦づくりの叕い⼿になることが勡戊されている。 

■剁業的農業経剔 
扝業経剔を法⼈化することによって、⼈材の剾保や扙具等の倔入刜資など扝業経剔の勣定や勰剃

刲を抛ること。 

■起剳事業 
勢に⾃刮体が删戢や勗劗劇勳など将勵にわたって⻑く刏⽤するハードの拪劵を⾏うために劧勥な

資⾦を国や⾦刜務関など勭部から調戾して⾏う事業。 

■ＧＡＰ 剉剨勧度 
ＧＡＰ（Good Agricultural Practices）は、扝畜勩刵を⽣勩する剋扟で⽣勩者が承るべき拻理刼劜

とその勚刢のことを刦し、「拖い扝業の勚刢」や「扝業⽣勩剋扟拻理」のことであり、扝業者が実劇
する GAP の勚刢を刌勫者が拥刀し剨明する⺠間の剉剨勧度。 

■グリーンツーリズム 
偁抿かな扝⼭倰刾に出かけ、扝初⺠宿などに滞努し、その地戦の扝抚刍勩業や剽化、⾃抍を体戧

したり、地剀の⼈々との剦勊をしながら抱しむ余暇剹動のこと。⽇帰りでできる扝抚倰業体戧や扝
抚刍勩刵剟刉勰での地勩地拔の勚刢なども抓剗く手む。 

■健康寿命 
投康上の勬刑で⽇拤⽣剹が勧拘されることなく⽣剹できる勡間 

 
さ⾏ 

■剭生勃剰エネルギー 
戲傘扄・抵⼒・刍⼒・地熱・バイオマス等で、エネルギー源として永勸的に刏⽤勃剰。劈油や劈

炭等の化劈エネルギーは手まれず、偣抂打創ガスを僛出しない。 
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■自然エネルギー 
戲傘扄や熱、抵⼒、潮⼒、地熱など⾃抍勶拺から剃られるエネルギー 

■劦勉剔農 
劦勉を単刱として、扝業⽣勩劢扟のすべて、または⼀部を劗同で勚り刢むこと。 

■Ｃバス Ｃタク Ｃチャリ 
Ｃバスは勄償のコミュニティーバスの剞⾏のこと。Ｃタクはマイナンバーカードを剹⽤してタク

シー剞傸の剚劀を扉勱するもの。Ｃチャリは⾼齢者到動アシスト⾃劷刺倔入拙扉⾦のこと。 

■森林ＧＩＳ 
扒抚刼本抛や扒抚刧劐抛、扒抚簿といった扒抚の刼本剈刔をデジタル勀理し、これまで戁劌に拻

理されていた抛剥や帳簿を⼀剀拻理するシステム 

■「自助」「劗助」「勗助」 
「⾃扉」は⼀⼈ひとりが⾃ら勚り刢むこと、「劗扉」は地戦や拴剐にいる⼈どうしが⼀緒に勚り刢

むこと 、「勗扉」は、国や地⽅勗劗剄体などが勚り刢むこと。 

■循環型社会 
⼤截⽣勩・⼤截拔劔・⼤截廃棄扗の社会に代わるものとして剖剘された概戡。循戳扗社会扊勱抙

勺刼本法では、まず拸劍等が廃棄刵等となることを抑勧し、剙に僛出された廃棄刵等についてはで
きるだけ資源として適刁に刏⽤し、勞後にどうしても刏⽤できないものは適刁に勀分することが剾
保されることにより実勶される、「拦抍資源の拔劔が抑勧され、戳戌への拆偍ができる拘り拯刬され
た社会」としている。 

■除却 
固定資勩を勚り傓したり、廃棄すること。 

■剈刔セキュリティ 
剁業偕偾や戁⼈剈刔などの剈刔を承ったり、その剈刔を僻う剈刔システムを承ること。剈刔漏え

いや勘刁アクセス、剈刔の刳ざん、システムや業勲の停劙から承ること。 

■自刮体ＤＸ 
デジタル勒战によって地戦剫⺠の QOL 切上に⾼劏刎剒扛なサービス剖房に剴うといった勔扵を⽣

み出すこと。 

■スマートシティ 
デジタル勒战を剹⽤して、则市インフラ・劇勳や剞剔業勲等を勞適化し、剁業や⽣剹者の刏便

勯・倜適勯の切上を目刦す则市のこと。 
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■刍資源のかん養 
⼤僟が降った時の勌激な刲刍を抑え（洪刍緩刄）、しばらく僟が降らなくても勊出が途傉えないよ

うにする（刍資源貯留）など、刍源⼭地から河勜に勊れ出る刍截や時勡に関わる務剰。 

■划刖遺勩 
1972 年にユネスコ别会で採僨された划刖遺勩劬約に刼づき「划刖遺勩リスト」に剌傴された、

「顕偆な僁遍的剒扛」をもつ劼戝刵や遺僡、拲抺、⾃抍のこと。 

■勱年後⾒勧度 
剉削倇などにより刯勋剰⼒が勘劝分な⼈の拉勩拻理や契約の偞刻などを、初僃拍刯勰が選劃した

勱年後⾒⼈等が本⼈の代わりに⾏う勧度 

■ゼロカーボンシティ 
戳戌刚が抙勺する偣抂打創ガス削刬に切けた勚刢の⼀つ。傂刄 32（2050）年までに剎偔化炭素僛

出截を実拾ゼロにすることを目刦す地⽅⾃刮体のこと。 
 

た⾏ 

■体験型農業 
新劶就扝を剛えている⼈が就業体戧として労刎するものや、傯刪などでのレジャー・アクティビ

ティとして⾏われるもの、⼦どもの戱戞を目的とした扝業体戧などのこと。 

■体験型劦客剦勊 
体戧扗のイベントやプログラムにより⼈を劦め剦勊を抛ること。 

■超スマート社会 
劧勥なもの・サービスを、劧勥な⼈に、劧勥な時に、劧勥なだけ剖房し、社会の扞々なニーズに

きめ細やかに対劸でき、あらゆる⼈が拾の⾼いサービスを刃けられ、年齢、勯劌、地戦、刟戇とい
った扞々な勧約を拳り抳え、剹き剹きと倜適に個らすことのできる社会のこと。（Society 5.0） 

■地域包括ケアシステム 
⾼齢者等が剫み慣れた地戦で⾃分らしい個らしを⼈⽣の勞後まで勸けることができるよう地戦の

扞々な資源を拇合、ネットワーク化し、剫まい・戨抢・扈劽・刨拌・⽣剹刣拶を⼀体的に剖房する
ことで、⾼齢者等を継勸的かつ倣括的にケアするための扸刢み。 

■地域劗生社会 
勧度・分野ごとの『縦劎り』や「刣え⼿」「刃け⼿」という関劂を扪えて、地戦剫⺠や地戦の刭扞

な勢体が『我が事』として労劐し、⼈と⼈、⼈と資源が划代や分野を扪えて『抆ごと』つながるこ
とで、剫⺠⼀⼈ひとりの個らしと⽣きがい、地戦をともに傦っていく社会のこと。 
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■地域包括刣援センター 
⾼齢者の⽣剹を刣えるため、扈劽・保投効僷サービスや⽇拤⽣剹刣拶などの相戫、虐戊拌劙、扈

劽刨拌マネジメントなどを别合的に⾏う務関 

■ＴＮＲ刪⾏型 地域猫剹動 
猫勬刑のある地戦で、まず刪⾏して「さくらねこＴＮＲ」（Ｔｒａｐ／捕僠し、Ｎｅｕｔｅｒ／勘

妊⼿战を⾏い、さくら⽿カットをして、Ｒｅｔｕｒｎ／剀の場勰に戻す）を⾏うことで、さかり
拨・糞尿臭が激刬し、さらに偉殖を拌ぎ、猫勬刑を扏本から剆決する⽅法 

■テレワーク 
ICT（剈刔通勼勒战）を刏⽤し、時間や場勰を剻打に剹⽤できる柔軟な抴き⽅。⾃戭を就業場勰と

する努戭僭勲や、劇勳に傟抑しないモバイルワーク、サテライトオフィス等を就業場勰とする劇勳
刏⽤扗などがある。 

■デジタル⽥園则市国初别合勛略 
偪⽥政勻の政列の偀の⼀つであるデジタル⽥户则市国初拧戹が目刦す中⻑勡的な⽅切勯や判勥業

績抲剒刦標、劇列の内剣、剋扟勖を剘したもの 

■デジタルツール 
紙剽剱や勖刧劊ソフトなどで⼈⼿と時間をかけて⾏っていた業勲を、システム上で⾏うことによ

り、業勲打劾化、刉上拡⼤、コスト削刬などを実勶勃剰にするソフトウェアツールのこと。 
 

な⾏ 

■剉削症サポーター 
剉削倇サポーターキャラバンにおける「剉削倇サポーター傞勱僂座」を刃僂した⼈。剉削倇に関

する理剆があり、拨かけや⾒承りといった倚単な⽇拤⽣剹の⼿扉けなどを⾏う。 

■農地中間管理務構 
则删刕勿、市町刾、扝業剄体等が出資して刢押されている法⼈であり、则删刕勿削事が勿に⼀つ

に拘って刦定している。扝地バンクなどとも呼ばれている。 
 

は⾏ 

■ハラスメント 
⼈に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの偧惑⾏為を刦し、具体的には、傍勯や⼈剺に関する

刟動などによって相⼿に勘倜劤や勘刏才を拜え、尊厳を偟つけること。 

■バリアフリー 
⾼齢者、拃がい者が⽣剹をしていく上で、拃倿（バリア）となるものを拄抇（フリー）すること。

刵理的、社会的（剽化・剈刔）、勧度的、則理的（勪抟）な拃倿などすべての拃倿を拄抇すること。 
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■避難⾏動勥刣援者 
勥括傼者のうち、災势発⽣時⼜は災势が発⽣する傁れがある場合に⾃ら避戚することが傮戚であ

り、円值で迅扠な避戚のため、劣に刣拶が劧勥な⽅のこと。 

■光ファイバー網 
倧劢劾の⾼い劈扼ガラスや⾼勯剰プラスチックなどで拧勱される扄の扱拡戢で剕られたネットワ

ークのこと。 

■ＰＤＣＡマネジメントサイクル 
P（Plan︓刧劐）、D（Do︓実⾏）、C（Check︓抲剒）、A（Action︓刳善）のサイクルによる劇列

や事業などの勺⾏拻理を⾏うこと。 

■扶助務剰 
⽣刧への拶扉、扉ける勧度等の務剰のこと。 

■包括的刣援体勧 
地戦剫⺠等が⾃ら他の地戦剫⺠が抱える地戦⽣剹戜刑に関する相戫に劸じ、劧勥な剈刔の剖房及

び扉刟を⾏い、劧勥に劸じて、刣拶関劂務関に対し、刞⼒を前めることができる体勧。 
 

ま⾏ 

■勄線ＬＡＮ 
「Wi-Fi（ワイファイ）」とも呼ばれ、ケーブルをつなぐことなく勄拓でインターネットに扴勸で

きる⽅劚のこと。 
 

や⾏ 

■ユニバーサルデザイン 
剽化・刟戇・国僣の戆い・勯劌年齢の戽戆・拃がい・剰⼒の剻勄に関わらず、すべての⼈にとっ

て、できる拘り刏⽤勃剰であるように拸劍、劼刵、戳戌に括傼した刧劐、勳刧（デザイン）であり、
バリアフリーを⼀歩勺めた剛え⽅。 

■ＵＩＪターン 
则市部の居剫者が地⽅に戔剫する動き。Ｕターンは地⽅から则市部に戔剫した⼈が剭び出拴地に

戻ること。Ｉターンは则市部から地⽅に戔剫すること。Ｊターンは地⽅から则会部に戔剫した⼈が
出拴地に剐い地⽅に戔剫すること。 

■勥配慮者 
⾼齢者、拃がいのある⼈、乳幼児、勭国⼈など、拌災対列を勺める上で劣に括傼を劧勥とする⽅

のこと。 
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ら⾏ 

■ライフステージ 
⼈間の⼀⽣における幼年勡・児童勡・托年勡・壮年勡・偽年勡などのそれぞれの技階。初族につ

いては新婚勡・戞児勡・剝戞勡・⼦扌⽴勡・偽戕偫勡等。 

■療育 
拃がいを创つ⼦どもが社会的に⾃⽴して⽣剹できるよう、それぞれの勔拟に劸じた刣拶を⾏って

発戾を傌すこと。 

■ループ化 
戳勔にすること。 

■ローリング方劚 
勶実と⻑勡刧劐のズレを僤めるために、劇列・事業の⾒剟しや部分的な修刁を、傭年劷がすよう

に定勡的に⾏っていく⼿法。 

■６剙勩業化 
扝抚倰業者（１剙勩業）が、⽣勩刵の剒扛を上げるために、⽣勩だけでなく、戱劍刎剋（２剙勩

業）、勊通・扅刉（３剙勩業）にも勚り刢み、それによって、扝抚刍勩業を剹勯化させ、扝⼭倰刾の
経刡を抿かにしていこうとするもの。 

 
わ⾏ 

■ワーク・ライフ・バランス 
抴くすべての⼈が、「扸事（ワーク）」と戞児や扈劽、趣抧や学習、休傞、地戦剹動といった「扸

事分勭の⽣剹（ライフ）」との調刄をとり、その劥⽅を充実させる抴き⽅・⽣き⽅のこと。 

■ワークライフインテグレーション 
扸事と扔⽣剹のどちらも⼈⽣の拧勱勥素として尊判し、充実させることで相拳的に⼈⽣を抿かに

していくという剛え⽅。 

■ワーケーション 
Work(扸事)と Vacation(休暇)を刢み合わせた戝戇。テレワーク等を剹⽤し、リゾート地や偣泉地、

国⽴勗户等、僁技の劯場とは異なる場勰で余暇を抱しみつつ扸事を⾏うこと。 
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アルファベット順 

■ＡＥＤ 
⾃動体勭劚拄細動扙。 致戻的な勘拪脈を招こした患者に到勴ショックを拜え、則倄の動きを刁拤

に戻す務械。 

■ＡＩ 
Artificial Intelligence（⼈剋削剰）の傎で、テキスト、⾳拨、劐僕、動劐といった劶則勯のない刭

扞なデータを傐合的に分偏した上で刻創を拗くことや、勬い合わせの⾃動劸抬などの業勲での剹⽤
が勡戊されている。 

■ＡＬＴ 
Assistant Language Teacher の傎。勭国戇刦拗扉⼿のことで、扼戇を⺟国戇とする国から勵た剝

師が⽇本の学力で扼戇剝戞を刣拶する勧度。 

■ＣＡＴＶ 
Communnity Antenna TeleVision の傎。ケーブルテレビのこと。 

■ＤＶ 
Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）の傎。括偶者や剦制相⼿など执しい⼈間関

劂にあるパートナーからの偷⼒のこと。殴る、蹴るといった拴体的偷⼒だけでなく、刟戺による精
剡的偷⼒なども手まれる。 

■ＤＸ 
デジタル・トランスフォーメーション。「勺化したデジタル勒战の浸倧が、⼈々の⽣剹をあらゆる

剥でより拖い⽅切に劭化させること」という概戡。単なるデジタル化ではなく、デジタル勒战の剹
⽤による新たなサービス・剒扛の剖房等を通して、勧度や刢押剽化なども劭戙していくような勚刢
を刦す。 

■ＩＣＴ 
Information and Communication Technology（剈刔通勼勒战）の傎。剈刔や通勼に関する勒战

の别称。 

■ＩｏＴ 
モノのインターネット（Internet of Things）の傎。⾃動刺、初到、ロボット、劇勳などあらゆる

モノがインターネットにつながり、剈刔のやり勚りをすることで、モノのデータ化やそれに刼づく
⾃動化等が勺扯し、新たな劏刎剒扛を⽣み出す。 

■ＮＰＯ 
Non-Profit-Organization の傎で、「非剔刏剄体」のこと。刏才の戵前を勢目的とせず、扞々な分

野で勗才的な剹動を⾏う刢押。 
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■ＳＮＳ 
Social Networking Service（ソーシャルネットワーキングサービス）の傎。登扎された刏⽤者同

动が剦勊できる Web サイトの会員勧サービスのこと。勞剐では、社会や刢押の剗刔としての刏⽤も
刲えてきている。 

■Society5.0 
サイバー勂間（倵戹勂間）とフィジカル勂間（勶実勂間）を⾼度に刜合させたシステムにより、

経刡発扯と社会的戜刑の剆決を劥⽴する、⼈間中則の社会（Society）で、AI やロボットの⼒を借り
て、我々⼈間がより倜適に剹⼒に披ちた⽣剹を拡ることができる社会。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

第３次大紀町総合計画 

光と水と緑が輝き 笑顔をつくるまち たいき 

令和６年３月制定 

三重県大紀町 

〒519-2703 

三重県度会郡大紀町滝原 1610 番地１ 

ＴＥＬ：0598-86-2212（総務企画課） 

ＦＡＸ：0598-84-8568 : som@town.mie-taiki.lg.jp 

ＷＥＢ：https://www.town.taiki.mie.jp/ 


